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I 本資料の目的及び位置づけ 
本資料の目的は、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等（関税

定率法（以下「法」という。）第８条の２第１項に規定する同項各号に掲げる貨物をいう。以下同

じ。）に対して関税を課することの求め（以下「課税の求め」という。）を検討している企業等に対し

て、どのように不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して関税

を課することを求める書面（以下「課税を求める書面」という。）を作成するのか、及び不当廉売関

税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入の事実等についての調査（以下

「迂回調査」という。）を開始するか否かを決定する上で必要となるべき証拠は何かを提示するこ

とにある。課税を求める書面を作成するために必要となる事項及び課税の求めの形式は法、不

当廉売関税等に関する政令（以下「政令」という。）、関税定率法施行規則（以下「省令」という。）、

不当廉売関税等に関する手続等についてのガイドライン（以下「ガイドライン」という。）に規定さ

れているため、本資料はこれらを補完し、課税を求める書面の作成において惹起され得る疑問

点について説明するとともに、課税を求める書面の具体的な記載例を示すことにより、不当廉売

関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して関税を課することを求めよう

とする者（以下「申請者」という。）の参考に供することを主眼において作成されたものである。 
本資料は何ら法的拘束力を有するものではなく、本資料の内容を、課税を求める書面に含め

なければならない内容として強制するものではない。また、申請者は事案ごとの状況に応じて適

当と考える証拠を提出することとなる。なお、迂回調査の開始については、課税を求める書面及

び課税の求めの際に提出された証拠について、調査当局がその正確さ及び妥当性を検討し、

迂回調査開始の正当性を決定するため、本資料に沿って課税の求めを行うことで自動的に調

査が開始されるものでないことに留意が必要である。 

 
II 迂回調査に関する手続の概要 
1 課税を求める書面の提出から課税に至るまでの流れ 

本邦の産業に利害関係を有する者は、①不当廉売関税の課税の回避の

ために第三国から輸入される貨物等の輸入の事実及び②当該輸入によ

る本邦の産業の実質的な損害の事実等並びに③法第８条の２第２項第１

号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠を添えて財務大

臣あてに課税を求める書面を提出し課税の求めを行うことができる。 

  

 
 

調査当局は、上記①及び②並びに③についての十分な証拠が添えられ

た課税を求める書面の提出があり、必要があると認めるときは、これらの

事実の有無について迂回調査を開始する。 

※課税を求める書面が提出された後、２ヶ月程度を目途。ただし、課税を

求める書面及び課税の求めの際に提出された証拠について補正を行っ

た場合には、全ての補正が完了した日から２ヶ月程度を目途。 

迂回調査は、調査開始から原則１０ヶ月以内（最大１６ヶ月以内）に終了

する。 

 

          

調査せず 

課税を求める

書面の提出 

 

迂回調査 

 

課税せず 
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迂回調査の結果、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入

される貨物等に対して課する関税の課税要件を満たしている場合、貨物、

当該貨物の供給者（輸出者若しくは生産者をいう。）又は供給国（輸出国

又は原産国（これらの国の一部である地域を含む。）をいう。以下同じ。）

及び期間を指定し、不当廉売関税に相当する税額の関税を課する。 

 

※詳細については３頁＜参考＞参照のこと。 

 

2 課税を求める書面の提出先 

課税を求める書面の提出先は、財務省関税局関税課特殊関税調査室とし、名宛人は、財務

大臣とする。提出に際して電磁的記録媒体を提出する場合には、書面による提出部数は最低１

部とし、当該媒体を提出しない場合には、書面による提出部数は最低４部とする。 
 

3 相談窓口 

課税の求めに関しての相談の担当部局は、以下の部局とする。 

 

• 財務省関税局関税課特殊関税調査室 

 

 
 

• 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部特殊関税等調査室 

 

 
 

4 調査当局 

迂回調査を開始することが決定されたときは、財務省、経済産業省及び当該本邦の産業を所

管する省の関係職員からなる調査担当者団を設け、調査を行う。 
 
5 本邦の利害関係者による協力 

迂回調査には本邦の利害関係者による協力が不可欠である。迂回調査が開始された場合、

利害関係者には調査当局からの質問状への対応が求められ、また、それぞれの者に対する現

地調査への協力等が求められることがある。 

（注）利害関係者とは、指定貨物供給国等（法第８条の２第１項第１号に規定する「指定貨物供

給国等」をいう。以下同じ。）における指定貨物（法第８条第１項に規定する「指定貨物」をいう。

以下同じ。）の供給者、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の

供給者又は輸入者及び不当廉売がされた貨物と同種の貨物を生産する本邦の生産者等を

いう。 

〒１００‐８９４０ 
東京都千代田区霞が関３－１－１ 
電話番号：０３－３５８１－８２３６ 
電子メールアドレス：ａｎｔｉ.ｄｕｍｐｉｎｇ＠ｍｏｆ.ｇｏ.ｊｐ 

 

〒１００‐８９０１ 
東京都千代田区霞が関１－３－１ 
電話番号：０３－３５０１－３４６２ 
電子メールアドレス：bzl-qqfcbk@meti.go.jp 

 

課 税 
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迂回調査手続の基本的フローチャート 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
  

 
諮問 
 
 
 
 
答申 

課税の求め 

 

調査開始 

調査終了 

不当廉売関税の課

税の回避のために

第三国から輸入さ

れる貨物等に対し

て課する関税課税 

 

財務大臣、経済産業大臣及び産業所管大臣が共同し

て実施。 

質問状送付 

現地調査 

重要事実の開示 

最終決定 

課税期間は、不当廉売関税の課税期間内に限る。 

利害関係者及び産業上の使用者等に対し、不当廉売

関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨

物等の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に与

える実質的な損害等の事実並びに法第８条の２第２項

第１号に掲げる場合に該当しないことに関する質問状

を送付。 

意見の相反する利害関係者が各々の主張を陳述。調

査開始から原則５ヶ月後に、利害関係者の求めに応じ

て開催。 

提供された情報(質問状への回答を含む。)の正確性

を確認し、又は更に詳細な情報を入手するため、必要

に応じ、調査開始から原則６ヶ月後に実施。 

不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入

される貨物等の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産

業に与える実質的な損害等の事実があり、本邦の産

業を保護するため必要があると認められる場合。 

 

調査開始から原則８ヶ月後に、最終決定の基礎とな

る重要な事実を開示。 

 

調査開始から原則１０ヶ月以内。 

＜参考＞ 
 

回答 

利害関係者からの

証拠提出等 

産業上の使用者等 

からの情報提供等 

対質 

利害関係者は証拠提出・証言及び意見表明が、産業

上の使用者及び主要な消費者団体は情報提供及び

意見表明が可能。証拠提出・証言の期限は調査開始

から原則３ヶ月、その他は調査開始から原則４ヶ月。 

原
則
二
ヶ
月
を
目
途 

関税・外国為替等

審議会 

原
則
十
ヶ
月
以
内
（
最
大
十
六
ヶ
月
以
内
） 
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III 課税を求める書面の作成について 
1 課税を求める書面の作成 

課税を求める書面には下記の事項を記載する必要がある。各事項の具体的な記載方法につ

いては、次頁以降の課税を求める書面の記載例において示すこととする。 

（1） 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 

（2） 指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 

（3） 指定貨物の供給者又は供給国 

（4） 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の品名、銘柄、型式及

び特徴 

（5） 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の供給者又は供給国 

（6） 本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情 

（7） 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入の事実及び当

該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに当該輸入が増加していること

の概要 

（8） 提出に係る書面に記載された事項の一部又は証拠の全部若しくは一部を秘密として取り扱

うことを求めるときは、その旨及びその理由 

（9） 当該課税の求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況 

（10） その他参考となるべき事項 

 

2 課税を求める書面の作成及び証拠の添付に当たっての留意点 

（1） 課税の求めに当たって、申請者は合理的に入手可能な最善の情報を証拠として提出する。

当該証拠は、商業上又は公的に入手可能な情報源から得られたものであることが望ましい。 

（2） 添付された全ての証拠について、その出所、時期及び期間を明記する。また、得られた情

報から数値を算出した場合には、その算出方法を詳細に記載する。 

（3） 課税を求める書面の本文には、説明に必要な事項のみ記載することとし、その他の参考と

すべき事項は、別紙とすることが望ましい（ただし、どの別紙を用いたか分かるように、同書

面の本文には、関連する別紙の番号等を明記する。）。 

（4） 金額については使用する通貨や単位を統一する。通貨を換算する場合には使用する為替

レート及びその出所を明記する。 

（5） 資料の提出が求められている項目について、当該資料が提出できない場合にはその旨及

び理由を記載する。 

 

3 課税を求める書面及び証拠の秘密としての取扱い 

（1） 開示されると事業に差し障りのある記載部分については、課税を求める書面又は証拠にお

けるどの記載部分について秘密としての取扱いが必要となるのかを指定し、その理由を書

面にて提出することにより、秘密として取り扱うことを求めることができる（後述する V8 参照）。 

（2） 課税を求める書面又は証拠に秘密としての取扱いを求める記載部分が含まれる場合には、

課税を求める書面等は、当該記載部分も含めた「非開示版」と、当該記載部分を要約した

「開示版」の二種類を提出する必要がある。なお、要約する方法については、ガイドライン

別添３の「秘密証拠等の要約の作成例」を参照する。 

（3） 迂回調査を開始することが決定された場合は、速やかに不当廉売関税の課税の回避のた

めに第三国から輸入される貨物等の供給者又はその団体、輸入者又はその団体、指定貨

物供給国等（法第８条の２第１項第１号に規定する「指定貨物供給国等」をいう。以下同じ。）

における指定貨物の供給者、輸入国迂回貨物（不当廉売関税の課税の回避のために第三

国から輸入される貨物等のうち、法第８条の２第１項第３号に掲げる貨物をいう。以下同じ。）

の場合にあっては、当該貨物を原料又は材料の一部として本邦において法第８条第１項の

規定により指定された貨物の生産を行う生産者等及び輸出国政府に対して開示版の課税



 

5 
 

を求める書面が提供されることになる。また、他の利害関係者に対しても、開示版の課税を

求める書面が提供される場合がある。 
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IV 課税を求める書面の記載例（表紙） 

 
 

 関係法令等 
• 法第 8 条の２第３項 

 
 

 解説 
• 本セクションにおいては、申請の概要を記載する。以降の記載例においては、指定貨物の

供給国を『Ａ国』、貨物名を【Ｂ】とし、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入

される貨物等の供給国を『Ｘ国』、貨物名を【●●】（貨物名を迂回類型により区別する場合

は、同項第１号に掲げる貨物（第三国迂回の場合）は指定貨物と同じため【Ｂ】、同項第２号

に掲げる貨物（軽微変更迂回の場合）を【Ｙ】、同項第３号に掲げる貨物（輸入国迂回の場

合）及び指定貨物の原料・材料となる貨物を【Ｚ】）としている。  

令和○○年○○月○○日 

財務大臣 ○○○○殿 

 

申請者 

〒０００-００００ 

東京都○○区○○△丁目△番△号 

○○○株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

〒０００-００００ 

東京都□□区□□△丁目△番△号 

□□□株式会社 代表取締役社長 □□□□ 

〒０００-００００ 

東京都◇◇区◇◇△丁目△番△号 

◇◇◇株式会社 代表取締役社長 ◇◇◇◇ 

申請代理人（代理人を使用する場合） 

〒０００-００００ 

東京都○○区○○△丁目△番△号 

○○法律事務所 

上記申請代理人弁護士 ○○○○ 

 

『○○国』産【●●】に対する関税定率法第８条の２第１項の関税を課することを求める書面 

○○○政令（○○○年政令第○○○号）により『○○国』から輸入される【●●】に対して不当

廉売関税が課されているところ、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される

貨物等の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに関

税定率法第８条の２第２項第１号に該当しない事実がありますので、同条第３項及び不当廉売

関税等に関する政令第７条の２第１項の規定に基づき同法第８条の２第１項第○号に掲げる貨

物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに同条第２

項第１号に掲げる場合に該当しないことについての証拠を添えて、同条第３項の規定により

『○○国』から輸入された【●●】に対して関税を課することを求めます。 
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V 課税を求める書面の記載例（課税を求める書面に記載すべき事項） 
1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 
 

 関係法令等 
• 政令第７条の２第１項第１号 

 
 

 解説 
• 本セクションにおいては、申請者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載する。 
• 申請者が団体の場合は、法人登記簿、定款又はその他公表情報であって団体の存在が

確認できるもの（連絡先や役員名等）を添付する。また、当該申請が団体として合意された

ものであることを示すための資料として、例えば、団体の意思決定について示された議事録

等を添付する。 
• 申請者が法人の場合は、会社の概要を示す資料として、有価証券報告書やパンフレット等

の資料を添付する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 

本件の申請者は、○○株式会社（以下「○○」という。）、□□株式会社（以下「□□」とい

う。）、◇◇株式会社（以下「◇◇」という。）で、所在地はそれぞれ以下のとおりである。申請

者の事業内容は、いずれも【●●】の製造及び販売である。 
別紙として、直近の有価証券報告書（別紙○）を提出する。 

 

○○ 

〒０００-００００ 

東京都○○区○○△丁目△番△号 

 

□□ 

〒０００-００００ 

東京都○○区○○△丁目△番△号 

 

◇◇ 

〒０００-００００ 

東京都○○区○○△丁目△番△号 
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2 指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 

2-1 当該貨物の品名 

2-2 当該貨物の所属する関税定率法別表の適用上の所属区分及び輸入統計品目番号 

2-3 当該貨物の銘柄、型式及び特徴 

記載例 

 
  

2.指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 

2-1. 当該貨物の品名 

【Ｂ】 

2-2. 当該貨物の所属する関税定率法別表の適用上の所属区分及び輸入統計品目番号 

 関税定率法別表の適用上の所属区分：第 1234・56 号の一の（一）のＣ （【Ｂ’】） 
 輸入統計品目番号：1234.56-789 （【Ｂ’’】） 

2-3. 当該貨物の銘柄、型式及び特徴 

【Ｂ】は、関税定率法別表第1234・56号の一の（一）のＣに掲げる【Ｂ’】のうち、厚さが○㎜

以上、かつ○○の含有量が＊＊％未満のものである。 
【Ｂ】は、その純度によって a タイプ（高純度品）、b タイプ（普通品）、c タイプ（合金品）、d

タイプ（再生品）に区分される。各タイプに共通した特性等及びタイプごとの特性等の差異は

以下のとおりである。 
①物理的・化学的特性 
 a、b、c、d タイプとも、日本市場において ISO 規格○○に整合することが要求される点で

共通している。当該規格に基づく物理的・化学的特性を別紙○として提出する。 
 ISO 規格○○に整合する【Ｂ】のうち、強度が･･･、耐食性が･･･、加工性が･･･、純度が･･･

のものが b タイプである。b タイプと a、c、d タイプの物理的・化学的相違点は以下のとお

り。 
・ a タイプは、b タイプを精製し、純度を○％に高めたものである。そのため、b タイプよ

りも強度及び耐食性が xx 割程度高くなる。 
・ c タイプは、b タイプに○○を○～○％合成したものである。○○を合成することによ

り、加工度が b タイプよりも xx 割程度高くなる。 
・ d タイプは、使用済みの a、b、c タイプから精製されるため、強度、耐食性、加工性及

び純度がやや低くなる。 
②用途 
 いずれのタイプとも、主に、道路、鉄道、港湾施設及び建築分野に使用されており、主な

産業上の使用者は○○、△△、□□等の土木工事会社である。 
 a タイプは、b タイプよりも高い強度及び耐食性が必要な箇所に使用され、c タイプは、b タ

イプよりも高い加工性が必要な箇所に使用される。d タイプは、強度、耐食性及び加工性

が a、b、c タイプより低いことから、これらの要求が比較的低い箇所に使用される。 
③販売経路 
 大部分が、【Ｂ】の生産者から輸出商社及び輸入商社を経由し、本邦における産業上の

使用者に流通している。一部には、生産者から産業上の使用者に直接流通している貨物

もある。 
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 関係法令等 
• 政令第７条第１項第２号 

 

 

 解説 
• 本セクションにおいては、原措置（我が国が発動している不当廉売関税措置をいう。以下同

じ。）の対象となっている指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴に係る事項を記載する。 
• 申請者は、指定貨物の定義について誤解が生じないよう、特に以下の点を含めつつ、可能

な限り詳細な定義付けを行うことが求められる。 
① 指定貨物の客観的な定義付け（輸入統計品目表上の記載と一致する場合もあれば一致し

ない場合もある(注)）。例えば太さや長さ等の物理的特性等により、調査当局（及び税関当

局）が指定貨物を正確かつ明確に識別できるようにすべきことを念頭におく。 

② 指定貨物の詳細な定義付け。これには以下を含むべき。 

関税分類等（指定貨物の所属する関税定率法別表の適用上の所属区分及び輸入統計品

目番号） 
 物理的・化学的特性 
 用途 
 販売経路 
 指定貨物に複数の商品タイプが存在する場合には、全ての商品タイプが不当廉売され

た貨物の定義に含まれることが正当であるかどうか、及び全ての商品タイプを１つの貨

物として扱うべきか否かの説明をすべき。この説明の上で、物理的・化学的特性等の差

異の有無及びその内容、用途の違い等を説明することが必要となる。 
③ 添付すべき資料として、申請者が入手した指定貨物の商品見本、商品カタログ、業界内の

商品分類表等が考えられる。 

 (注) 指定貨物の客観的な定義付けが輸入統計品目表上の記載と一致しないと考える場合は、

その定義付けが妥当であることを十分詳細に説明する（同一の輸入統計品目でありながら、

指定貨物に含まれない貨物がある場合に如何なる理由で指定貨物に含まれないのかにつ

いての詳細な説明を含む。）。 
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3 指定貨物の供給者又は供給国 

記載例 

 
 

 関係法令等 
• 政令第７条の２第１項第５号 
 

 

 解説 
• 本セクションにおいては、指定貨物の供給者（生産者若しくは輸出者をいう。以下同じ。）及

び供給国に係る事項を記載する。 
• 供給者 
 申請者が知り得た全ての指定貨物の供給者について、それぞれの名称、所在地及び

連絡先を記載する法第８条第１項の規定により指定された供給国が複数ある場合若し

くは同項の規定により供給者のみを指定している場合であって当該供給者の住所又は

本店若しくは主たる事務所の所在する国（又は地域）が複数ある場合は、それぞれの

国（又は地域）について、知り得た指定貨物の供給者の名称、所在地及び連絡先を記

載する。 
• 供給国 

 法第８条第１項の規定により指定された国又は地域を「供給国」として記載する。 
 原措置において複数の供給国を指定している場合（法第８条第１項の規定により指定

された貨物が複数の供給国で生産され、本邦に輸入されている場合）、それぞれの国

（又は地域）を記載する。 
  

3. 指定貨物の供給者又は供給国 

指定貨物の本邦への供給国は『Ａ国』である。 
指定貨物について、申請者が知り得た『Ａ国』における生産者及び輸出者は以下のとおり

である。ただし、以下の生産者及び輸出者は、指定貨物に係る調査報告書および申請者の

調査によって判明したものであり、このほかにも存在する可能性がある。 
 

生産者及び輸出者 
供給国 生産者 輸出者 

Ａ国 
＊＊ＣＯ.,ＬＴＤ 

＃＃ＣＯ.,ＬＴＤ 

＊＊ＣＯ.,ＬＴＤ 

！！ＣＯ.,ＬＴＤ 

＊！ＣＯ.,ＬＴＤ 

 

（注）生産者及び輸出者の所在地及び連絡先は別紙○のとおり。 
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4 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の品名、銘柄、型式及び

特徴 

4-1 当該貨物の品名 

4-2 当該貨物の所属する関税定率法別表の適用上の所属区分及び輸入統計品目番号 

4-3 当該貨物の銘柄、型式及び特徴 

（法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物の場合） 

 
 
 

4. 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の品名、銘柄、型式及

び特徴 

4-1.当該貨物の品名 

  【Ｂ】 

   

4-2.当該貨物の所属する関税定率法別表の適用上の所属区分及び輸入統計品目番号 

上記 2-2 と同様である。 
 

4-3.当該貨物の銘柄、型式及び特徴 

上記 2-3 と同様である。 
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（法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物又は同項第３号に掲げる貨物の場合） 

 

4. 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の品名、銘柄、型式及

び特徴 

4-1.当該貨物の品名 

    【Ｙ】（又は【Ｚ】） 

 

4-2.当該貨物の所属する関税定率法別表の適用上の所属区分及び輸入統計品目番号 

 関税定率法別表の適用上の所属区分：第 1234・56 号の一の（一）のＣ （【Ｙ’】（又は

【Ｚ’】）） 
 輸入統計品目番号：1234.56-789 （【Ｙ’’】（又は【Ｚ’’】）） 

 
4-3.当該貨物の銘柄、型式及び特徴 

【Ｙ】（又は【Ｚ】）は、関税定率法別表第 1234・56 号の一の（一）のＣに掲げる【Ｙ’】（又は

【Ｚ’】）のうち、厚さが○㎜以上、かつ○○の含有量が＊＊％未満のものである。 
【Ｙ】（又は【Ｚ】）は、その純度によって a タイプ（高純度品）、b タイプ（普通品）、c タイプ

（合金品）、d タイプ（再生品）に区分される。各タイプに共通した特性等及びタイプごとの特

性等の差異は以下のとおりである。 
 
①  物理的・化学的特性  

 
 a、b、c、d タイプとも、日本市場において ISO 規格○○に整合することが要求される点で

共通している。当該規格に基づく物理的・化学的特性を別紙○として提出する。 
 ISO 規格○○に整合する【Ｙ】（又は【Ｚ】）のうち、強度が･･･、耐食性が･･･、加工性

が･･･、純度が･･･のものが b タイプである。b タイプと a、c、d タイプの物理的・化学的相違

点は以下のとおり。 
・ a タイプは、b タイプを精製し、純度を○％に高めたものである。そのため、b タイプよ

りも強度及び耐食性が xx 割程度高くなる。 
・ c タイプは、b タイプに○○を○～○％合成したものである。○○を合成することによ

り、加工度が b タイプよりも xx 割程度高くなる。 
・ d タイプは、使用済みの a、b、c タイプから精製されるため、強度、耐食性、加工性及

び純度がやや低くなる。 
 

②  用途 
 

 いずれのタイプとも、主に、道路、鉄道、港湾施設及び建築分野に使用されており、主な

産業上の使用者は○○、△△、□□等の土木工事会社である。 
 a タイプは、b タイプよりも高い強度及び耐食性が必要な箇所に使用され、c タイプは、b タ

イプよりも高い加工性が必要な箇所に使用される。d タイプは、強度、耐食性及び加工性

が a、b、c タイプより低いことから、これらの要求が比較的低い箇所に使用される。 
 

③  販売経路 
 
 大部分が、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等【Ｙ】（又は

【Ｚ】）の生産者から輸出商社及び輸入商社を経由し、本邦における産業上の使用者に流

通している。一部には、生産者から産業上の使用者に直接流通している貨物もある。 
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 関係法令等 

• 政令第７条の２第１項第２号 

 
 

 解説 
• 本セクションにおいては、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物

等の品名、銘柄、型式及び特徴に係る事項を記載する。 
• 申請者は、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の定義につ

いて誤解が生じないよう、特に以下の点を含めつつ、可能な限り詳細な定義付けを行うこと

が求められる。 
• 第三国迂回貨物（不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等のう

ち、法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物をいう。以下同じ。）の場合は、原措置の対象と

なっている指定貨物と同じとなる。 
 
① 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の客観的な定義付け

（輸入統計品目表上の記載と一致する場合もあれば一致しない場合もある(注)）。例えば太

さや長さ等の物理的特性等により、調査当局（及び税関当局）が不当廉売関税の課税の回

避のために第三国から輸入される貨物等を正確かつ明確に識別できるようにすべきことを

念頭におく。 

② 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の詳細な定義付け。こ

れには以下を含むべき。 

 関税分類等（不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の所

属する関税定率法別表の適用上の所属区分及び輸入統計品目番号） 
 物理的・化学的特性 
 用途 
 販売経路 
 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に複数の商品タイ

プが存在する場合には、全ての商品タイプが不当廉売関税の課税の回避のために第

三国から輸入される貨物等の定義に含まれることが正当であるかどうか、及び全ての商

品タイプを１つの貨物として扱うべきか否かの説明をすべき。この説明の上で、物理的・

化学的特性等の差異の有無及びその内容、用途の違い等を説明することが必要となる。 
③ 添付すべき資料として、申請者が入手した不当廉売関税の課税の回避のために第三国か

ら輸入される貨物等の商品見本、商品カタログ、業界内の商品分類表等が考えられる。 

 (注) 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の客観的な定義付

けが輸入統計品目表上の記載と一致しないと考える場合は、その定義付けが妥当であること

を十分詳細に説明する（同一の輸入統計品目でありながら、不当廉売関税の課税の回避の

ために第三国から輸入される貨物等に含まれない貨物がある場合に如何なる理由で不当廉

売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に含まれないのかについての

詳細な説明を含む。）。ただし、輸入統計品目表の分類をさらに細分化した貨物を不当廉売

がされた関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等として調査することは実

務的に困難なこともある。 
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5 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の供給者又は供給国 

 
 

 

 関係法令等 

• 政令第７条の２第１項第５号 

 

 

 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物

等の供給者（生産者若しくは輸出者をいう。以下同じ。）及び供給国（法第８条の２第１項第

１号に掲げる貨物の場合は『X 国』、同項第２号に掲げる貨物の場合又は同項第３号に掲

げる貨物の場合は、指定貨物の本邦への供給国と同じ『Ａ国』となる。） に係る事項を記載

する。 

• 供給者 

 申請者が知り得た全ての不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される

貨物等の供給者について、それぞれの名称、所在地及び連絡先を記載する。 
 課税を求める書面に複数の供給国が含まれる場合（不当廉売関税の課税の回避のた

めに第三国から輸入される貨物等が複数の供給国で生産され、本邦に輸入されている

場合）、それぞれの国（又は地域）について、知り得た不当廉売関税の課税の回避のた

めに第三国から輸入される貨物等の供給者の名称、所在地及び連絡先を記載する。 
 もし、供給国で生産された不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される

貨物等が、さらに別の国（又は地域）を経由して本邦に輸出されている場合、当該経由

国（又は地域）での知り得た不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入され

る貨物等の供給者にも言及する。 
• 供給国 

 課税の対象とすべき国又は地域を「供給国」として記載する。 
 課税を求める書面に複数の供給国が含まれる場合（不当廉売関税の課税の回避のた

めに第三国から輸入された貨物等が複数の供給国で生産され、本邦に輸入されてい

る場合）※、それぞれの国（又は地域）を記載する。 

5. 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の供給者又は供給国 

不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の本邦への供給国は

『Ｘ国』（又は『Ａ国』）である。 
不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等について、申請者が

知り得た『Ｘ国』（又は『Ａ国』）における生産者及び輸出者は以下のとおりである。ただし、以

下の生産者及び輸出者は申請者の調査によって判明したものであり、このほかにも存在す

る可能性がある。 
 

生産者及び輸出者 
供給国 生産者 輸出者 

Ｘ国（又はＡ国） 
＊＊ＣＯ.,ＬＴＤ 

＃＃ＣＯ.,ＬＴＤ 

＊＊ＣＯ.,ＬＴＤ 

！！ＣＯ.,ＬＴＤ 

＊！ＣＯ.,ＬＴＤ 

 

（注）生産者及び輸出者の所在地及び連絡先は別紙○のとおり。 
  



 

15 
 

 もし、供給国で生産された不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される

貨物等が、さらに別の国（又は地域）を経由して本邦に輸出されている場合、当該経由

国（又は地域）にも言及する。 
※複数の供給国を含める場合は、以下の点に留意する。 
 「7-1～3 当該貨物の輸入の事実」において、国ごとに迂回があることを記載する。 
 「7-6 当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」において、複数国から

の輸入が本邦の産業へ及ぼす影響を累積的に評価するために必要な要件を充たして

いる旨の説明が必要（詳細は「累積的な評価（※複数の供給国が含まれる場合のみ必

要な項目）」参照）。 
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6 本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情 

6-1 本邦の産業が生産する指定貨物と同種の貨物 

（注：法第８条の２第１項第１号又は第２号に掲げる貨物の場合は記載） 

 
 

 解説 

• 輸入国迂回貨物は当該証拠の提出は不要。  

6.本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情 

6-1.本邦の産業が生産する指定貨物と同種の貨物 

 

本邦の産業が生産する【Ｂ】は、指定貨物と同様、その純度によって aタイプ（高純度品）、

b タイプ（普通品）、c タイプ（合金品）、d タイプ（再生品）に区分される。各タイプに共通した

特性等及びタイプごとの特性等の差異は以下のとおりである。 
 
 

①物理的・化学的特性 

 上記 2-3 で説明した指定貨物と同様に、a、b、c、d タイプとも、ISO 規格○○に整合する

ことが要求される。a、b、c、d タイプ相互間の物理的・化学的な相違点も、指定貨物と同じ

である。 
 本邦の産業が生産した【Ｂ】について、当該規格に整合することを証する分析証を別紙○

として提出する。 
②用途 

 上記 2-3 で説明した指定貨物の用途と同様である。 
③販売経路 

 上記 2-3 で説明した指定貨物と同様に、専門商社を経由し、産業上の使用者に流通して

おり、一部には、生産者から産業上の使用者へ直接販売されるものもある。 

④製造工程 

 原料となる○○に△△△を加えて溶解し、×××を抽出する。それに□□□を加えて加

熱し、液状化した後、電気分解して精製し、○mm 以上の厚さにプレスする。この工程は

a、b、c タイプに共通している。 
 a タイプは、b タイプよりも高い電圧で電気分解を行う。 
 c タイプは、抽出した×××に、□□□及び◇◇◇を加える。 
 d タイプは、使用後の a、b、c タイプを加熱し液状化した後、○mm 以上の厚さにプレスす

る。 
 それぞれのタイプについて、製造工程を示した図を別紙○として提出する。 
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6-2 申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当することの説明 

 
 
 関係法令等 
• 政令第４条第３項 

• 政令第５条第３項 

• 政令第５条第４項 

• 政令第７条の２第１項第６号 

 
 解説 
• 本セクションにおいては、本邦の産業（生産者）が生産する同種の貨物、及び申請者が本

邦の産業に利害関係を有する者に該当すること、の説明を記載する。 

• 本邦の産業が生産する同種の貨物について、不当廉売がされた貨物と同種であることが判

断できる詳細な説明を行う。これには以下を含むべき。 

本邦の産業が生産する貨物の物理的・化学的特性 
 用途 
 販売経路 
 製造工程 

6-2.申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当することの説明 

申請者は、【Ｂ】を生産・販売している本邦の産業を構成する全○社のうちの３社であり、そ

の○○年度の【Ｂ】の生産量の合計は、本邦における【Ｂ】の総生産量の７５．０％を占める。 
よって、申請者は不当廉売関税等に関する政令第５条第３項に定める「本邦の産業に利

害関係を有する者」に該当する。 
 
申請者の【Ｂ】の生産状況 

  

 
○○年度※ 

(千 MT) 

国内総生産量に

占める割合(％) 

国内総生産量  (a) ４００ １００．０％ 

申請者 

合計 (b) ３００ ７５．０％ 
○○  １２３ ３０．８％ 
□□  ９８ ２４．５％ 
◇◇  ７９ １９．８％ 

申請者以外の本邦生産者 合計 (a)-(b) １００ ２５．０％ 

  
△△株式会社 (c) ４８ １２．０％ 
その他 (a)-(b+c) ５２ １３．０％ 

（出所：○○○） 
 
なお、申請者は、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物の供給

者又は輸入者との間に、不当廉売関税等に関する政令第４条第３項各号に掲げられている

関係は有していない（別紙○の有価証券報告書参照。）。また、不当廉売関税の課税の回避

のために第三国から輸入される貨物等を申請日の６か月前の日以降に輸入しておらず、また

法第８条第５項の調査が開始された日前において【Ｂ】の生産を行っていた。（申請者が当該

調査が開始された日以後において【Ｂ】の生産を開始した生産者の場合にあっては、法第８

条の２第１項第３号に掲げる貨物【Ｚ】を原料又は材料の一部として生産される【Ｂ】の生産を

行っていない旨を説明する。） 
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• 本邦の産業が生産する同種の貨物に複数の商品タイプが存在する場合には、全ての商品

タイプが同種の貨物であるかどうか、及び全ての商品タイプを１つの貨物として扱うべきか

否かを説明すべき。これを説明する上で、物理的・化学的特性等の差異の有無及びその

内容、用途の違い等を説明することが必要となる。 
 添付すべき資料として、本邦の産業が生産する同種の貨物に係る商品見本、商品カタ

ログ、業界内の商品分類表等が考えられる。 
 

• 課税の求めができる者は、本邦の産業に利害関係を有する者であって、以下の者をいう。

本セクションにおいては、申請者がこれらの者に該当することの説明が必要となる。 

 不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者（当該不当廉売がされた貨物に

ついて法第８条第５項の調査が開始された日前において当該同種の貨物の生産を行

っていた者及び当該調査が開始された日以後において当該同種の貨物の生産を開始

した者であって当該生産者が輸入国迂回貨物を原料又は材料として生産される法第８

条第１項の規定により指定された貨物（当該指定された貨物の国内販売価格が指定貨

物の正常価格より低いものに限る。）の生産を行っていないことが明らかであると認めら

れる証拠を提出する者に限る。以下同じ。）又は当該貨物の本邦の生産者を直接若し

くは間接の構成員とする団体（その直接又は間接の構成員のうち２以上の者が当該貨

物の本邦の生産者である団体に限る。）であって、当該生産者又は当該団体の直接若

しくは間接の構成員である生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が、当該

貨物の本邦における総生産高の４分の１以上の割合を占めるもの。 
 不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者（当該不当廉

売がされた貨物について法第８条第５項の調査が開始された日前において当該同種

の貨物の生産を行っていた者及び当該調査が開始された日以後において当該同種の

貨物の生産を開始した者であって当該生産者が輸入国迂回貨物を原料又は材料とし

て生産される法第８条第１項の規定により指定された貨物（当該指定された貨物の国内

販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。）の生産を行っていないことが明

らかであると認められる証拠を提出する者に限る。以下同じ。）を直接又は間接の構成

員とする労働組合であって、その直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者

の合計が当該生産に従事する者の総数の４分の１以上の割合を占めるもの。 
 

• 上記の者には、原則として、以下の者は含まないものとする。 

 

 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の供給者又は輸

入者と直接又は間接の支配関係にある生産者、不当廉売関税の課税の回避のために

第三国から輸入される貨物等の供給者又は輸入者により直接又は間接に支配されて

いる生産者、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の供

給者又は輸入者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配さ

れている生産者、及び不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨

物等の供給者又は輸入者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している生

産者。ただし、支配関係による影響が支配関係を有しない他の生産者の行動と異なる

行動をとらせるものでないことについての資料を提出し、その資料によりその旨が認め

られる場合にはこの限りではない。 
 課税の求めの日の６ヶ月前の日以降に不当廉売関税の課税の回避のために第三国か

ら輸入される貨物等を輸入（少量輸入を除く。）した生産者。 
 輸入国迂回貨物を原料又は材料として本邦において生産される法第８条第１項の規定

により指定された貨物の生産者（輸入国迂回生産者）。  
 

• 生産高の出所を明らかにする。 

• ※については、通常は直近の会計年度。  
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7 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入の事実及び当該

輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに当該輸入が増加していることの概

要 

（注：以下７－１～３において、法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物は７－１－１～４、同項第２号

に掲げる貨物は７－２－１～２、同項第３号に掲げる貨物は７－３－１～５に記載すること。） 
 
7-1 法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物に対して課税を求める場合 

7-1-1 輸入の事実 

 
 

7.  不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入の事実及び

当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに当該輸入が増加していること

の概要 

7-1 法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物に対して課税を求める場合 

7-1-1.輸入の事実 

・法第８条第５項の規定による調査を開始した日からの貿易動向の変化 

財務省が公表した貿易統計情報から、法第８条第５項の規定による調査を開始した日以

後に『Ａ国』から本邦への指定貨物【Ｂ】の輸入が減少している。また、法第８条第１項の規定

により指定された供給国『Ａ国』および『Ｘ国』が公表した貿易統計情報から、同条第５項の

規定による調査を開始した日以後に『Ａ国』から『Ｘ国』へ同条第１項の規定により指定された

貨物【Ｂ】の原料又は材料である【Ｚ】の輸出が増加している。同様に、当該調査を開始した

日以後に『Ｘ国』から本邦への【Ｂ】の輸入が増えている。 
 

貿易動向の変化 
指定貨物ＢについてＡ国から日本への輸出量  
Ｘ１年 300MT 
Ｘ２年 100MT 
Ｘ３年 0MT 

 
原料又は材料ＺについてＡ国からＸ国への輸出量  
Ｘ１年 0MT 
Ｘ２年 200MT 
Ｘ３年 300MT 

 

当該貨物ＢについてＸ国から日本への輸出量  
Ｘ１年 0MT 
Ｘ２年 200MT 
Ｘ３年 300MT 

 
（出所） 
・ Ａ国貿易統計ホームページ（http://www.aaaa.gov.bb、別添資料○）参照。 
・ Ｘ国貿易統計ホームページ（http://www.aaaa.gov.bb、別添資料○）参照。 
・ 財務省貿易統計 

 

http://www.aaaa.gov.bb/
http://www.aaaa.gov.bb/
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 関係法令等 

• 法第８条の２第１項第１号、第３号ロ 
• 法第８条の２第２項第１号 
• 省令第１条の４ 

 

 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売がされた貨物【Ｂ】や当該不当廉売がされた貨物の原材

料となる貨物【Ｚ】等について、法第８条第５項の調査を開始した日からの貿易動向の変化

がある事実に係る事項を記載する。 
• 当該調査を開始した日以後に法第８条第１項の規定により指定された貨物の輸入が減少し

ていることを示す。 

• 法第８条第１項の規定により指定された貨物について第三国迂回が行われていることを示

すため、当該調査を開始した日以後に指定貨物供給国等から第三国へ当該貨物の原料

又は材料の輸出が増加していることおよび当該第三国から日本へ法第８条の２第１項第１

号に掲げる貨物【Ｂ】の輸出が増加していることを記載する。 
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7-1-2 第三国における加工 

 
 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第１号 

 
 解説 

• 第三国での加工。 
 第三国において法第８条第１項の規定により指定された貨物の原料又は材料を指定貨

物供給国等から輸入し、当該貨物を製造している企業が存在していることを記載する。   

7-1-2 第三国における加工 

当該貨物の『Ｘ国』供給者【Ｄ】社のウェブページにおける企業情報や、現地報道、関係者の

発言などにより、【Ｄ】社、【Ｅ】社、【Ｆ】社は、法第８条第５項の規定による調査を開始した日以

後に、【Ｂ】の生産を増やしている。（【Ｂ】を製造するための新たな設備投資を行ったことも確認

される。）産業上の使用者からは、不当廉売関税課税後に増加した安価な供給者【Ｄ】社の価

格を引き合いに値下げ要求が行われている（別紙○）。 

 

さらに、公開情報によると、【Ｄ】社は、法第８条第１項の規定により指定された供給国『Ａ

国』の【Ｈ】社の関連会社であり、『Ａ国』に本社を置く『Ｘ国』の主要輸出企業である。当該指

定された供給国『Ａ国』の【Ｇ】社は、【Ｂ】の原料又は材料である【Ｚ】を『Ａ国』で生産してい

る。 

 
（出所） 
・ 【Ｄ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｅ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｆ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｇ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 本邦の産業の営業記録（別添資料○）参照。 
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7-1-3 当該貨物の価額に占める原料又は材料の価額の割合 

 
 
 
 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第１号 
• 省令第１条の２ 

 

7-1-3. 当該貨物の価額に占める原料又は材料の価額の割合 

申請者は、分母となる当該貨物の価額について、本邦の輸入者の取得価格（ＣＩＦ価格）を

輸入貿易統計により算出した（＄９８３．２０）。この価格には、『Ｘ国』国内の工場から輸出港ま

での輸送費（４％）、海上運賃及び船積諸掛（輸出諸経費＋通関諸経費）（３％）、保険料

（２％）が含まれており、これらの諸費用を推計し控除することにより工場出荷段階（輸出価

格）の価格を算出した。 

分子となる『Ａ国』から『Ｘ国』へ輸出された法第８条第１項の規定により指定された貨物

【Ｂ】の原料又は材料である【Ｚ】の価額について、【Ｚ】の輸入者の取得価格（ＣＩＦ価格）を『Ｘ

国』輸入貿易統計により算出した。 

『Ｘ国』において生産された法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物【Ｂ】の価額に占める

【Ｚ】の価額/MT の割合は、７０．００／９０．００＝７７．７８％となり、６０％を大きく超えている。 
 

 

分母：『Ｘ国』における輸出のための工場出荷段階の価格（本邦向け輸出価格） 

  ※輸出国内通貨［Ａ］への換算 
【Ｂ】の輸入者の取得価格  換算レート［＄１=Ａ０.１］ 
（輸出取引通貨＝＄） ＄９８３．２０ Ａ９８．３２［ＣＩＦ価格］ 
－ 保険料＝２％ ＄９６４．００ Ａ９６．４０ 
－ 海上運賃・船積諸掛＝３％ ＄９３６．００ Ａ９３．６０ 
－ 輸出国内輸送費＝４％ ＄９００．００ Ａ９０．００ 
（国内保険料は０）  ［工場出荷段階(輸出価格)の価格］ 
 

 
分子：『Ａ国』において生産された法第８条第１項の規定により指定された貨物【Ｂ】に使用さ

れた原料又は材料【Ｚ】の価額 

  ※輸出国内通貨［Ａ］への換算 
【Ｚ】の輸入者の取得価格  換算レート［＄１=Ａ０.１］ 
（輸出取引通貨＝＄） ＄７００．００ Ａ ７０．００［ＣＩＦ価格］ 

 
 
（出所） 
・ 輸入者の取得価格は、輸入貿易統計より算出した。詳細は、別添資料○参照。 
・ 保険料、海上運賃・船積諸掛、輸出国内輸送費については、調査会社（○○総合研究所）の調査

報告書（別添資料○）参照。 
・ 換算レートは○○銀行発行の為替相場表（別添資料○）による。 
・ 『Ｘ国』輸入貿易統計。詳細は、別添資料○参照。 
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 解説 

• 本セクションにおいては、第三国から本邦へ輸出された貨物の価額に占める指定貨物供

給国等から輸出された又は指定貨物供給国等を原産国とする原料又は材料の価額の割

合が概ね６０％以上であることを示す。 
 分母については、記載例の通り、本邦の輸入価格から、保険料、海上運賃、船積諸掛、

輸出国内運賃を控除した額を用いることが考えられる。 
 分子については、第三国の輸入統計から指定貨物供給国等からの原料又は材料の輸

入額を使用することが考えられる。 
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7-1-4 第三国での生産の工程が重要でないこと 

7-1-4. 第三国での生産の工程が重要でないこと 
 
指定貨物に係る調査報告書における、当該貨物【Ｂ】の製造工程は、○○である。このうち、

『Ａ国』で行われている製造工程は、××の部分のみであり、これは、【Ｂ】の原料又は材料とな

る【Ｚ】を製造することに比べると、簡易な工程である。『Ａ国』から『Ｘ国』へ輸出された原料又は

材料（例として、鉄鋼の場合、石炭や鉄鉱石）を用いて『Ｘ国』で【Ｂ】を完成または組立てる工程

は、重要ではない。 
 

1. 当該第三国での加工により付加される価額が本邦に輸入される貨物の製造原価に対

し占める割合 
 

法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物【Ｂ】（例：ステンレス冷延鋼板）の主要な母材である

【Ｚ１】（例：スラブ）、【Ｚ２】（例：熱延鋼板）および完成品である【Ｂ】のそれぞれの生産コストを評

価すると、【Ｚ１】や【Ｚ２】を【Ｂ】に加工しても付加価値は限定的であり、いずれにしても 25%を

大幅に下回る。これまでの他国の調査でも、【Ｂ】の下流加工、特に【Ｚ１】から【Ｂ】への加工には

限定的な追加コストしかかからないことが明らかになっている。同様に、【Ｚ２】を【Ｂ】に加工して

も、製造コストへの追加コストはごくわずかである。 
 
製造原価および付加価値については、本邦の生産者のデータと、エネルギーコストと労働コ

ストが大幅に低いアジアの関連企業のデータを使った（別添資料○○○参照）。 
 
20XX 年には、歩留まりと内部スクラップの回収率を考慮すると、【Ｚ３】（例：酸洗）を【Ｂ】に加

工しても付加価値は約 5%しか得られなかった。【Ｚ２】（例：黒皮）を【Ｂ】に加工しても、製造コス

トの 8%未満にしかならなかった。 【Ｚ１】から【Ｂ】の生産には、付加価値が約 10%であり、いず

れの場合においても 25%以下であった。 
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2. 第三国での投資水準 
 

総投資額の相対的な水準を決定するにあたり、『Ｘ国』における【Ｂ】の生産を完了するため

の施設への投資水準と、法第８条第１項の規定により指定された供給国『Ａ国』において、完全

統合型生産工程（例として、鉄鋼の場合高炉からの生産）を用いて【Ｂ】を生産するために必要

な投資水準を比較した。完全統合型プロセスを用いて【Ｂ】を生産するために必要な資源と投

資は相当な額である。 
【Ｅ】社が証券取引委員会に提出したＸＸ年の Annual Report によると、同社の売上原価

は、原材料（石炭、鉄鉱石等）、消耗品、直接労務費、間接費、減価償却費、および営業費用

で構成され、総額は 20 万米ドルとなっている。  
一方、『Ａ国』は完全に統合されたサプライチェーンを有している。【Ｂ】の世界の設備投資に

おける『Ａ国』のシェアは近年増加を続け、世界の他の国々を圧倒している。○○の報告書によ

ると、「20XX 年の世界の【Ｂ】の設備投資約 100 億ドルのうち、『Ａ国』が大半を占めている。」 
例えば、『Ａ国』の【H】社は最近、【〇】の生産を促進するため、ＸＸ億ドルの資本注入を発表

した。 『Ａ国』での投資水準とは対照的に、第三国である『Ｘ国』への投資水準はごくわずかで

ある。『Ｘ国』では、【Ｅ】社が○○地域に製造施設を建設した際に、約 0.2 億ドルを投資した。

【Ｆ】社は、『Ｘ国』に製造施設を開設した際に、0.1 億ドルを投資した。これらの投資は、 『Ａ

国』における投資水準と比べるとわずかである。入手可能な証拠を考慮すると、第三国である

『Ｘ国』への投資水準は、『Ａ国』の統合サプライチェーンへの投資水準と比較すると見劣りす

る。 
 

（出所） 
・ 【Ｅ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｆ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 

 
 

3. 当該第三国での調査又は研究の程度 
 

第三国『Ｘ国』における【Ｂ】の生産と、『Ａ国』において生産された材料を用いた組み立て・完

成加工に関する研究開発のレベルは、少額また０であり、それには十分な理由がある。『Ｘ国』

では、【Ｂ】の原料又は材料となる【Ｚ】の生産が事実上行われていないため、このような研究開

発は必要ない。また、これらの国で事業を展開している企業は、通常、既に事業を展開してい

る『Ａ国』企業の関連会社である。したがって、これらの企業は主に『Ａ国』から技術を輸入して

いる。ここで問題となっている『Ｘ国』の企業は主に大規模な垂直統合型製造業者の子会社で

あることを考えると、『Ｘ国』の企業は生産施設の建設や生産プロセスの実施において親会社の

研究開発に依存してきた。 
 『Ｘ国』における研究開発活動がごくわずか、あるいは全く行われていないのとは対照的に、

上流工程に携わる『Ａ国』の総合メーカーの『Ａ国』国内における研究開発費は莫大である。例

えば、20XX 年度年次報告書の報告期間末までに、【Ｇ】社グループは合計 1,000 件の特許

を取得し、研究開発費に 8 億米ドルを投資した。【Ｇ】社グループは、『Ｘ国』における子会社の

「主要事業」の説明において研究開発費を記載していない。 
 
（出所） 
・ 【Ｇ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
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4. 当該第三国での加工の程度 
 

 【Ｂ】の製造工程には主に 5 つの段階がある。法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物【Ｂ】の

製造までのすべての製造工程のうち、最後の工程以外すべて、『Ａ国』で行われている。つま

り、【Ｚ】の製造工程までが『Ａ国』で行われているため、対象となる第三国『Ｘ国』における製造

工程は最小である。 
製造プロセスと投資額について上記で詳述したように、『Ａ国』での生産プロセスは、【Ｚ】から

【Ｂ】を組み立て・完成される工程よりもはるかに大規模である。これは、生産活動、投資、研究

開発、費用、そして技術のいずれの面でも当てはまる。『Ａ国』での生産プロセスは、より多くの

投資、研究、経費、生産活動を必要とし、技術的に複雑なプロセスである。これに対して『Ｘ国』

での生産プロセスは、『Ａ国』での【Ｚ】の生産と比較してごくわずかである。さらに、後述するよう

に、対象となる第三国『Ｘ国』で行われる生産工程の最終段階は、総生産コストに占める割合が

比較的小さい。本邦の生産者の製造工程で検討しても、同様に生産設備の投資額、維持費

用、労務費費用、生産に必要な工員数は、添付資料○○のとおり、【Ｚ】までと【Ｚ】から【Ｂ】まで

では大きな差がある。 

 
 

5. 当該第三国での加工の方法 
 
 
（事例１）【Ｂ】の生産にはより多くの段階があり，それぞれに高度な技術が要求される。具体

的には，原料又は材料となる【Ｚ】を製造するする工程では，高価な多段階組立ラインが必要と

なり，ハイテク機械と高度な技術知識を持つ作業員が必要となる。この工程は『Ａ国』で行われ

ているが、第三国『Ｘ国』では行われていない。 
 

 （事例２）【Ｂ】の原料又は材料となる【Ｚ】を法第８条第１項の規定により指定された供給国か

ら第三国に輸出し、その第三国においてどぶ付けめっき加工や線材の加工などの単純な加工

を行う場合、母材の製造時にどのような元素をどれだけ添加するか、どのような温度管理を行う

か、どのような製法を用いるか等の必要とされる技術・ノウハウは、第三国『Ｘ国』における加工

の方法とはまったく異なるものである。この○○という工程は『Ａ国』で行われているが、『Ｘ国』

では行われていない。  
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 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第１号 
• 省令第１条の３ 

 
 解説 

• 本セクションにおいては、第三国から日本へ輸出された貨物の第三国での生産の工程が

重要でないことを示す。具体的には、①第三国での投資水準、②当該第三国での調査又

は研究の程度、③当該第三国での加工の程度、④当該第三国での加工の方法、⑤当該

第三国での生産設備の規模、⑥当該第三国での加工により付加される価額が本邦に輸入

される完成品の製造原価に対し占める割合、について説明する。下記の数字について、全

て入手できるわけではないので、適切な代替数字や推計値で良い。 

 
6. 当該第三国での生産設備の規模 
 

 第三国『Ｘ国』における生産施設は限られている。【Ｄ】社の 20XX 年度年次報告書によると、

『Ｘ国』の○○地域にある同社の工場の面積は 8,000 平方メートルである。一方、同社の関連会

社が、『Ａ国』に工場を 1 棟所有しており、その面積は 70,000 平方メートル、また別の工場も 1
棟所有しており、その面積は 160,000 平方メートルである。どちらも『Ｘ国』の工場よりもかなり大

きい。生産能力でみても、例えば、20XX 年の【Ｅ】社の『Ｘ国』における生産能力は、200 トンで

あった一方、『Ａ国』の【Ｆ】社の生産能力は 10,000 トンであった。 
入手可能な証拠により、本申請の対象となっている国のうち、第三国『Ｘ国』で【Ｚ】を生産して

いる社はないことが立証されている限りにおいて、『Ａ国』の完全統合型生産者との比較は、対

象国の施設の範囲が限定されていると結論付けるのに妥当である。  
公表資料によると、【Ｚ】を製造する工場の技術的ハードルが最も高い。これらの工場は建設コ

ストが高く、建設に最も長い時間がかかる。【Ｚ】から【Ｂ】を製造するための工場は建設が迅速

で、技術動向や輸入関税などの政策動向に迅速に対応でき、技術的および財務的な障壁が低

いため、企業は関税やその他の政策動向に対応して他国に工場を開設することも容易である」

（添付資料○○○参照）としている。本邦の生産社の製造工程で検討しても、○○の通りであ

り、同様である（添付資料○○○参照）。 
 
・ 【Ｄ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｅ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照 
・ 【Ｆ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
 
 
7. 上記のいずれかに類する事項 

 
第三国の投資水準について、法第８条第１項の規定により指定された供給国『Ａ国』の【Ｇ】社

について、同社の Annual report から得られる設備投資額は、僅少に見えるものの、○○レポー

トによると、同社は、『Ａ国』政府から XX 年に、１０億ドルの設備投資補助金を受領しているよう

であり、実際に、同社のウェブサイトによると、原料又は材料となる【Ｚ】の生産を翌年から開始し

ているようであり、この補助金額が設備投資額として、使われていることが合理的に推測される。

一方、『Ｘ国』の【Ｇ】社の関連会社による【Ｂ】の生産のための投資額は、○○レポートによると、

僅少である事が確認された。 
 
・ 【Ｇ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ ○○レポート。詳細は、別添資料○参照。 
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①第三国での投資水準 
 第三国での投資水準が、指定貨物供給国等における投資水準と比べ小さいことを示す。 

 

②当該第三国での調査又は研究の程度 
 当該第三国での調査又は研究の程度が、指定貨物供給国等における調査又は研究の程

度と比べ小さいことを示す。 
 

③当該第三国での加工の程度 
 当該第三国での加工の程度が、指定貨物供給国等における加工の程度と比べ小さいことを

示す。 
 

④当該第三国での加工の方法 
 当該第三国での加工の方法が、指定貨物供給国等における加工の方法と比べ重要でない

ことを示す。 
 

⑤当該第三国での生産設備の程度 
 当該第三国での生産設備の規模が、指定貨物供給国等における生産設備の規模と比べ小

さいことを示す。 
 

⑥当該第三国での加工により付加される価額が本邦に第三国迂回貨物の製造原価に対し占め

る割合 
 

 当該第三国での加工により付加される価額が本邦に輸入される第三国迂回貨物の製造

原価に対し占める割合が、概ね 25%以下であることを示す。 
 分母については、第三国等における企業の製造原価を把握することは困難を伴うことが想

定されるため、記載例の通り、本邦の生産者のデータまたは、本邦の生産者の海外の子

会社等のデータを用いることが考えられる。あるいは、輸入される第三国迂回貨物の価額

から CIF 及び何らかの想定可能な利潤等を控除することにより製造原価を計算する簡便

法も考えられる。 
 分子については、当該第三国での加工により付加される価額（減価償却費、賃貸料、包装

材料費、直接労務費及び間接労務費、その他の製造間接費）を使用することとなる。しか

しながら、分母と同様に、第三国等における企業の付加価額の把握には困難を伴うことが

想定されるため、本邦の生産者のデータまたは、本邦の生産者の海外の子会社等のデー

タを用いることが考えられる。その際、上記で求めた分母の製造原価から、本邦の生産者

または本邦の海外の子会社等の材料費を控除して付加価額を計算する簡便法も考えら

れる。 

 

⑦上記のいずれかに類する事項 
 

 １から６について、直接の情報ではないものの間接的な証拠がある場合は、上記のいずれ

かに類する事項に記載する。 
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7-2 法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物に対して課税を求める場合 

7-2-1 輸入の事実 

 
 

 関係法令等 

• 法第８条の２第１項第１号、第３号ロ 
• 法第８条の２第２項第１号 
• 省令第１条の４ 

 

 

 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売がされた貨物【Ｂ】について法第８条第５項の調査が開

始された日からの貿易動向の変化の事実に係る事項を記載する。 
• 当該調査を開始した以後に本邦への法第８条第１項の規定により指定された貨物の輸入

が減少していることを示す。 

• 指定貨物供給国等から本邦へ輸出される貨物が法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物に

切り替えられていることを示すため、当該調査を開始した日以後に当該貨物の本邦への輸

出が増加していることを記載する。 

  

7-2-1. 輸入の事実 

・法第８条第５項の規定による調査を開始した日からの貿易動向の変化 

本邦が公表した貿易統計情報から、法第８条第５項の規定による調査を開始した日以後

に『Ａ国』から本邦への指定貨物【Ｂ】の輸入が減少している。また、逆に、当該調査を開始し

た日以後に『Ｘ国』から本邦への【Ｂ】輸入が増えている。 
 

貿易動向の変化 
指定貨物ＢについてＡ国から日本への輸出量  
Ｘ１年 300MT 
Ｘ２年 100MT 
Ｘ３年 0MT 

 

当該貨物ＢについてＸ国から日本への輸出量  
Ｘ１年 0MT 
Ｘ２年 200MT 
Ｘ３年 300MT 

 
（出所） 
・ Ａ国貿易統計ホームページ（http://www.aaaa.gov.bb、別添資料○）参照。 
・ 財務省貿易統計 

 

http://www.aaaa.gov.bb/
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7-2-2 指定貨物供給国等からの法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物の輸入 

 

7-2-2. 指定貨物供給国等からの法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物の輸入 
 
法第８条第５項の規定による調査を開始した日以後、指定貨物供給国等からの輸入が増

加した貨物【Ｙ】は、本質的特性が同じである。以下の①から⑧の要素を検討したとおり、生

産者とユーザーの観点からすれば、法第８条第１項の規定により指定された貨物【Ｂ】と、近

似する貨物である。 
 

① 物理的化学的特性 
 
（物理的軽微変更の例） 
貨物【Ｙ】は、貨物【Ｂ】から形状を丸型から四角型に変えただけであり、その他の物理的化学

的特性は、同じである。 
 
（化学的軽微変更の例） 
貨物【Ｙ】は、貨物【Ｂ】と比べ○○という化学物質が、精錬工程またはめっき工程において微量

加えられただけあるいは、めっきやペイント等表面処理の方法を多少変えただけ、であり、その

他の物理的特性は、同じである。 
 
 
② 用途 
貨物【Ｙ】および貨物【Ｂ】は、ともに建設産業や家電製品の製造の用途に使われる。 

 
③ 代替性 
貨物【Ｙ】および貨物【Ｂ】は、②の通り用途が同じであり、使用者からも代替品として購入さ

れている（添付資料○○参照）。 
 
④ 販売経路 
貨物【Ｙ】および貨物【Ｂ】は、ともに商社経由で使用者へ販売されている。 

 
⑤ 関税分類 
貨物【Ｙ】および貨物【Ｂ】は、ともに HS４桁までは同じである。 

 
⑥ 生産過程、生産設備及び生産費用の差異 
貨物【Ｙ】および貨物【Ｂ】は、同じ生産設備で生産され、最終工程での断面加工がことなる

だけである。生産設備および工程については○○である。 
 
⑦ 投資及び研究の程度 
貨物【Ｙ】および貨物【Ｂ】は、⑥で述べた通り、同じ生産設備で生産されるため、【Ｙ】を生産

するための新たな追加設備のための投資や研究開発は不要である。 
 
⑧ 当該変更に要した費用が法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物の価額に占める割合 
 貨物【Ｙ】を生産するための追加費用は、断面形状を変えるだけのため、わずかである。申請

者であるＨ社で同様の加工を行う場合の追加費用は、０．００１円・MT である。 
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 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第２号 

 
 
 解説 
• 本セクションにおいては、軽微変更迂回貨物（不当廉売関税の課税の回避のために第三

国から輸入される貨物等のうち、法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物をいう。以下同じ。）

の輸入に係る事項について記載する。具体的には、形状やサイズ等軽微な変更された部

分を除き、近似する貨物であることを以下の観点から示す。    

 

① 物理的・化学的特徴 
② 用途 
③  代替性 
④  販売経路 
⑤  関税分類 
⑥  生産過程、生産設備及び生産費用の差異 
⑦  投資及び研究の程度 
⑧  当該変更に要した費用が法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物の価額に占める割合 
⑨  その他一切の関連する事情 
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7-3 法第８条の２第１項第３号に掲げる貨物に対して課税を求める場合 

7-3-1 輸入の事実 

 
 

 関係法令等 

• 法第８条の２第１項第３号ロ 
• 法第８条の２第２項第１号 
• 省令第１条の４ 

 

 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売がされた貨物【Ｂ】について法第８条第５項の調査を開

始した日からの貿易動向の変化の事実に係る事項を記載する。 
• 当該調査を開始した以後に指本邦への法第８条第１項の規定により指定された貨物の輸

入が減少していることを示す。 

• 法第８条第１項の規定により指定された貨物について輸入国迂回が行われていることを示

すため、当該調査を開始した日以後に当該貨物の原料又は材料の本邦への輸出が増加

していることおよび当該原料又は材料を使用して本邦において生産された当該貨物の国

内販売量の増加を記載する。 

7-3-1.  輸入の事実 

・ 法第８条第５項の規定による調査を開始した日からの貿易動向の変化 

財務省が公表した貿易統計情報から、法第８条第５項の規定による調査を開始した日以

後に『Ａ国』から本邦への指定貨物【Ｂ】の輸入が減少している。また、法第８条第１項の規定

により指定された供給国『Ａ国』および財務省が公表した貿易統計情報から、同条第５項の

規定による調査を開始した日以後に『Ａ国』から本邦への同条第１項の規定により指定され

た貨物【Ｂ】の原料又は材料である【Ｚ】の輸出が増加している。同様に、本邦の産業の営業

記録等の情報より、当該調査を開始した日以後に本邦での当該【Ｚ】を原料又は材料として

生産された同条第１項の規定により指定された貨物【Ｂ】の販売量が増えている。 
 

貿易動向の変化 
原料又は材料ＺについてＡ国から日本への輸出量  
Ｘ１年 0MT 
Ｘ２年 200MT 
Ｘ３年 300MT 

 

法第８条第１項の規定により指定された貨物Ｂについ

て日本での販売量  

Ｘ１年 0MT 
Ｘ２年 200MT 
Ｘ３年 300MT 

 
（出所） 
・ Ａ国貿易統計ホームページ（http://www.aaaa.gov.bb、別添資料○）参照。 
・ 財務省貿易統計 
・ 本邦の産業の営業記録（別添資料○）参照。 

 

http://www.aaaa.gov.bb/
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7-3-2 本邦における加工 

 
 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第３号イ 

 
 
 解説 

• 本邦での加工。 
 本邦において法第８条第１項の規定により指定された貨物の原料又は材料を指定貨物

供給国等から輸入し、当該貨物を製造している企業が存在していることを記載する。   

7-3-2.  本邦における加工 

本邦の供給者【Ｈ】社のウェブページにおける企業情報や、現地報道、関係者の発言など

により、【Ｈ】社、【Ｉ】社、【Ｊ】社は、法第８条第５項の規定による調査を開始した日以後に、

【Ｂ】の生産を増やしている。（【Ｂ】を製造するための新たな設備投資を行ったことも確認され

る。）産業上の使用者からは、不当廉売関税課税後に増加した安価な本邦の供給者【H】社

の価格を引き合いに値下げ要求が行われている（別紙○）。 

 

さらに、公開情報によると、【Ｈ】社は、法８条第１項の規定により指定された供給国『Ａ国』

の【Ｄ】社の関連会社であり、『Ａ国』に本社を置く同社の本邦における主要販売企業である。

当該指定された供給国『Ａ国』の【Ｄ】社は、【Ｂ】の原料又は材料である【Ｚ】を『Ａ国』で生産

している。 

 
（出所） 
・ 【Ｄ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｈ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｉ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｊ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 本邦の産業の営業記録（別添資料○）参照。 
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7-3-3 当該貨物の価額に占める原料又は材料の価額の割合 

 
 
 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第３号ロ 
• 省令第１条の２ 

 
 
 解説 

• 本セクションにおいては、本邦で完成され販売された貨物の価額に占める指定貨物の供給

者が輸出し又は生産した原料又は材料の価額の割合が概ね６０％以上であることを示す。 
 分母については、記載例の通り、本邦の迂回企業の国内販売価格を用いることが考え

られる。 
 分子については、日本の輸入統計から指定貨物供給国等からの材料の輸入額を使用

することが考えられる。 
 

 

 

 

7-3-3. 当該貨物の価額に占める原料又は材料の価額の割合 

申請者は、分母となる当該貨物の価額について、本邦の迂回企業の販売価格を取引先と

の営業記録より推計した（９８３円）。 

分子となる『Ａ国』から本邦へ輸出された法第８条第１項の規定により指定された貨物【Ｂ】

の原料又は材料である【Ｚ】の価額について、【Ｚ】の輸入者の取得価格（ＣＩＦ価格）を財務省

輸入貿易統計により算出した。 

本邦において生産された法第８条第１項の規定により指定された貨物【Ｂ】の価額に占める

【Ｚ】の価額/MT の割合は、７００／９００＝７７．７８％となり、６０％を大きく超えている。 
 

 

分母：日本国内における販売価格 

  
【Ｂ】の国内販売価格  
（取引通貨＝円） ９００円 

 
 
分子：輸出国内における完成品に使用された部品の価額 

  
【Ｚ】の輸入者の取得価格  
（輸入取引通貨＝円） ７００円 

 
 
（出所） 
・ 輸入者の取得価格は、輸入貿易統計より算出した。詳細は、別添資料○参照。 
・ 財務省輸入貿易統計。詳細は、別添資料○参照。 
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7-3-4 本邦での生産の工程が重要でないこと 

7-3-4. 本邦での生産の工程が重要でないこと 
 
指定貨物に係る調査報告書における当該貨物【Ｂ】の製造工程は、○○である。このうち、本

邦で行われている製造工程は、××の部分のみであり、これは、【Ｂ】の原料又は材料となる

【Ｚ】を製造することに比べると、簡易な工程である。『Ａ国』から本邦へ輸出された原料又は材

料（例として、鉄鋼の場合、石炭や鉄鉱石）を用いて本邦で【Ｂ】を完成または組立てる工程は、

重要ではない。 
 

1. 本邦での加工により付加される価額が本邦の国内販売価格に対し占める割合 
 

法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物【Ｚ】（例：ステンレス冷延鋼板）の主要な母材である

【Ｚ１】（例：スラブ）、【Ｚ２】（例：熱延鋼板）および完成品である【Ｂ】のそれぞれの生産コストを評

価すると、これらの製品を【Ｂ】に加工しても付加価値は限定的であり、いずれにしても 25%を

大幅に下回る。これまでの他国の調査でも、【Ｂ】の下流加工、特に【Ｚ１】から【Ｂ】への加工には

限定的な追加コストしかかからないことが明らかになっている。同様に、【Ｚ２】から【Ｂ】に加工し

ても、製造コストへの追加コストはごくわずかである。 
国内販売価格については、申請者による取引先との営業記録に基づく推計と申請者のコス

トデータを使った（別添資料○○○参照）。 
20XX 年には、歩留まりと内部スクラップの回収率を考慮すると、【Ｚ２】（例：酸洗）を【Ｂ】に加

工しても付加価値は約 5%しか得られなかった。【Ｚ１’】（例：黒皮）を【Ｂ】に加工しても、製造コス

トの 8%未満にしかならなかった。 【Ｚ】から【Ｂ】の生産には、付加価値が約 10%であり、いず

れの場合においても 25%以下であった。 
 

2. 本邦での投資水準 
 

総投資額の相対的な水準を決定するにあたり、本邦における【Ｂ】の生産を完了するための

施設への投資水準と、法第８条第１項の規定により指定された供給国『Ａ国』において、完全統

合型生産工程（例として、鉄鋼の場合高炉からの生産）を用いて【Ｂ】を生産するために必要な

投資水準を比較した。完全統合型プロセスを用いて【Ｂ】を生産するために必要な資源と投資

は相当な額である。 
【Ｋ】社が証券取引委員会に提出したＸＸ年の Annual Report によると、同社の売上原価

は、原材料（石炭、鉄鉱石等）、消耗品、直接労務費、間接費、減価償却費、および営業費用

で構成され、総額は 20 万米ドルとなっている。  
一方、『Ａ国』は完全に統合されたサプライチェーンを有している。【Ｂ】の世界の設備投資に

おける『Ａ国』のシェアは近年増加を続け、世界の他の国々を圧倒している。○○の報告書によ

ると、「20XX 年の世界の【Ｂ】の設備投資約 100 億ドルのうち、『Ａ国』が大半を占めている。」 
『Ａ国』の【Ｋ】社は最近、【Ｂ】の生産を促進するため、ＸＸ億ドルの資本注入を発表した。 

『Ａ国』での投資水準とは対照的に、本邦への投資水準はごくわずかである。本邦では、【Ｌ】社

が○○地域に製造施設を建設した際に、約 0.2 億ドルを投資した。【Ｌ】社は、本邦に製造施

設を開設した際に、0.1 億ドルを投資した。これらの投資は、 『Ａ国』における投資水準と比べ

るとわずかである。入手可能な証拠を考慮すると、本邦への投資水準は、 『Ａ国』の統合サプ

ライチェーンへの投資水準と比較すると見劣りする。 

 
（出所） 
・ 【Ｋ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｌ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
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3. 本邦での調査又は研究の程度 
 

本邦における【Ｂ】の生産と、『Ａ国』における製材料を用いた組み立て・完成加工に関する研

究開発のレベルは、少額また０であり、それには十分な理由がある。 本邦では、これらの【Ｂ】

の原料又は材料となる【Ｚ】の生産が事実上行われていないため、このような研究開発は必要な

い。また、これらの国で事業を展開している企業は、通常、既に事業を展開している『Ａ国』企業

の関連会社である。したがって、これらの企業は主に『Ａ国』から技術を輸入している。ここで問

題となっている本邦の企業は主に大規模な垂直統合型製造業者の子会社であることを考える

と、当該日本の企業は生産施設の建設や生産プロセスの実施において親会社の研究開発に

依存してきた。 
 本邦における研究開発活動がごくわずか、あるいは全く行われていないのとは対照的に、上

流工程に携わる『Ａ国』の総合メーカーの『Ａ国』国内における研究開発費は莫大である。例え

ば、20XX 年度年次報告書の報告期間末までに、【Ｋ】社グループは合計 1,000 件の特許を

取得し、研究開発費に 8 億米ドルを投資した。【Ｋ】社グループは、本邦における子会社の「主

要事業」の説明において研究開発費を記載していない。 
 
（出所） 
・ 【Ｋ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 

 
4. 本邦での加工の程度 
 

 【Ｂ】の製造工程には主に 5 つの段階がある。法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物【Ｂ】の

製造までのすべての製造工程のうち、最後の工程以外すべて、 『Ａ国』で行われている。つま

り、【Ｚ】の製造工程までが『Ａ国』で行われているため、本邦における製造工程は最小である。 
製造プロセスと投資額について上記で詳述したように、本邦での生産プロセスは、【Ｚ】から

【Ｂ】を組み立て・完成される工程よりもはるかに大規模である。これは、生産活動、投資、研究

開発、費用、そして技術のいずれの面でも当てはまる。『Ａ国』での生産プロセスは、より多くの

投資、研究、経費、生産活動を必要とし、技術的に複雑なプロセスである。本邦での生産プロ

セスは、『Ａ国』での【Ｚ】の生産と比較してごくわずかである。さらに、後述するように、本邦で行

われる生産工程の最終段階は、総生産コストに占める割合が比較的小さい。申請者の製造工

程で検討しても、同様に生産設備の投資額、維持費用、労務費費用、生産に必要な工員数

は、添付資料○○のとおり、【Ｚ】までと【Ｚ】から【Ｂ】まででは大きな差がある。 
 

5. 本邦での加工の方法 
 
 
（事例１）【Ｂ】の生産にはより多くの段階があり，それぞれに高度な技術が要求されます。具

体的には，原料又は材料を【Ｂ】に加工する工程では，高価な多段階組立ラインが必要となり，

ハイテク機械と高度な技術知識を持つ作業員が必要となる。この工程は『Ａ国』で行われている

が、本邦では行われていない。 
 

 （事例２）【Ｂ】の原料又は材料を法第８条第１項の規定により指定された供給国から本邦へ

輸出し、本邦においてどぶ付けめっき加工や線材の加工などの単純な加工を行う場合、母材

の製造時にどのような元素をどれだけ添加するか、どのような温度管理を行うか、どのような製

法を用いるか等の必要とされる技術・ノウハウは、本邦における加工の方法はまったく異なるも

のである。この○○という工程は『Ａ国』で行われているが、本邦では行われていない。 
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 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第３号イ 
• 省令第１条の３ 

 
 解説 

• 本セクションにおいては、本邦で完成され販売された貨物の本邦での生産の工程が重要で

ないことを示す。具体的には、①本邦での加工により付加される価額が法第８条第１項の規

定により指定された貨物の製造原価に対し占める割合、②本邦での投資水準、③本邦で

の調査又は研究の程度、④本邦での加工の程度、⑤本邦での加工の方法、⑥本邦での生

産設備の規模、⑦上記のいずれかに類する事項について説明する。下記の数字について、

全て入手できるわけではないので、適切な代替数字や推計値で良い。 

 
6. 本邦での生産設備の規模 
 

 本邦における生産施設は限られている。【Ｋ】社の 20XX 年度年次報告書によると、 本邦の

○○地域にある同社の工場の面積は、セルが 8,000 平方メートル、である。一方、同社の関連

会社が、『Ａ国』に工場を 1 棟所有しており、その面積は 70,000 平方メートル、また別の工場

も 1 棟所有しており、その面積は 160,000 平方メートルである。どちらも『Ａ国』の工場よりもか

なり大きい。生産能力でみても、例えば、20XX 年の【Ｋ】社の本邦における生産能力は、200
トンであった一方、『Ａ国』の【Ｈ】社の生産能力は 10,000 トンであった。 

入手可能な証拠により、本邦で【Ｚ】を生産している社はないことが立証されている限りにお

いて、『Ａ国』の完全統合型生産者との比較は、対象国の施設の範囲が限定されていると結論

付けるのに妥当である。  
公表資料によると、【Ｚ】を製造する工場の技術的ハードルが最も高い。これらの工場は建設

コストが高く、建設に最も長い時間がかかる。【Ｚ】から【Ｂ】を製造するための工場は建設が迅速

で、技術動向や輸入関税などの政策動向に迅速に対応でき、技術的および財務的な障壁が

低いため、企業は関税やその他の政策動向に対応して他国に工場を開設することも容易であ

る」（添付資料○○○参照）としている。本邦の生産社の製造工程で検討しても、○○の通りで

あり、同様である（添付資料○○○参照）。 
 
（出所） 
・ 【Ｋ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
 
 
7. 上記のいずれかに類する事項 

 
本邦の投資水準について、法第８条第１項の規定により指定された供給国『Ａ国』の【Ｉ】社に

ついて、同社の Annual report から得られる設備投資額は、僅少に見えるものの、○○レポート

によると、同社は、『A 国』政府から XX 年に、１０億ドルの設備投資補助金を受領しているよう

であり、実際に、同社のウェブサイトによると、原料又は材料となる【Ｚ】の生産を翌年から開始し

ているようであり、この補助金額が設備投資額として、使われていることが合理的に推測され

る。一方、本邦の【Ｊ】社の関連会社による【Ｂ】の生産のための投資額は、○○レポートより、僅

少である事が確認された。 
 
 
・ 【Ｊ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
・ ○○レポート。詳細は、別添資料○参照。 
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①本邦での加工により付加される価額が法第８条第１項の規定により指定された貨物の製造原

価に対し占める割合 
 
 本邦での加工により付加される価額が法第８条第１項の規定により指定された貨物の

製造原価に対し占める割合が、概ね 25%以下であることを示す。 
 分母については、迂回企業の製造原価を把握することは困難を伴うことが想定されるた

め、記載例の通り、申請者の営業記録による迂回企業の販売価格情報や申請者のコ

スト情報を用いることが考えられる。 
 分子については、本邦における加工について、申請者の付加価額（減価償却費、賃貸

料、包装材料費、直接労務費及び間接労務費、その他の製造間接費）を使用すること

が考えられる。 

 

 

②本邦での投資水準 
 本邦での投資水準が、指定貨物供給国等における投資水準と比べ小さいことを示す。 

 

③本邦での調査及び研究の程度 
 本邦での調査及び研究の程度が、指定貨物供給国等における調査又は研究の程度と

比べ小さいことを示す。 
 

④本邦での加工の程度 
 本邦での加工の程度が、指定貨物供給国等における加工の程度と比べ小さいことを示

す。 
 

⑤本邦での加工の方法 
 本邦での加工の方法が、指定貨物供給国等における加工の方法と比べ重要でないこ

とを示す。 
 

⑥本邦での生産設備の程度 

 本邦での生産設備が、指定貨物供給国等における生産設備と比べ小さいことを示す。 
 

⑦上記のいずれかに類する事項 
 ①か⑥について、直接の情報ではないものの間接的な証拠がある場合は、上記のい

ずれかに類する事項に記載する。 
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7-3-5 国内において販売されていること 

 
 
 関係法令等 
• 法第８条の２第１項第３号イ 

 
 
 解説 

• 本セクションにおいては、本邦において法第８条第１項の規定により指定された貨物を販売

していることを示す。申請者の営業記録や、迂回企業のウェブサイトを用いて示す事が考え

られる。 
 

 
  

7-3-5.  国内において販売されていること 

申請者の営業記録より、本邦の迂回企業が、本邦において法第８条第１項の規定により指

定された貨物を販売していることが確認できる。また、迂回企業【K】者のウェブサイトより、当

該貨物を本邦で製造、販売していることが確認できる。 
 
（出所） 
・ 申請者営業記録。詳細は、別添資料○参照。 
・ 【Ｋ】社、ウェブサイト。詳細は、別添資料○参照。 
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7-4 不当廉売（ダンピング）があること 

 

 

 関係法令等 

• 法第８条の２第１項 

• 政令第７条の２第１項第７号 

• ガイドライン７．（４の２） 

 

 
 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物

等（法第８条の２第１項第３号に掲げる貨物の場合にあっては、当該貨物を原料又は材料と

して本邦において生産された貨物をいう。）について、不当廉売（ダンピング）があることを示

す。 
• 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等【Ｂ】について、不当廉

売（ダンピング）があることを確認する際の正常価格は不当廉売がされた貨物【Ｂ】の法第８

条第５項の規定による調査の不当廉売差額率と指定貨物供給国等から輸出される指定貨

物輸出価格を用いて計算された価格を用いて行う。その際、原措置調査時点と申請時点

7-4. 不当廉売（ダンピング）があること 

不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の正常価格は、不当

廉売がされた貨物【Ｂ】に係る法第８条第５項の規定による調査において算出されダンピング

マージン率 100%と、貿易統計より算出された当該調査期間である X1 年における『Ｘ国』か

ら本邦へ輸出される指定貨物【Ｂ】の輸出価格 A90 を元に、算出された、正常価格 A180 に

X1 年から X4 年までのインフレ率 1.04 を掛けた A187.2/MT とした。これに対して、財務省

貿易統計情報より X4 年における『Ａ国』から本邦への【Ｙ】の輸出価格等（法第８条の２第１

項第２号に掲げる貨物の場合は、『Ａ国』から本邦への【Ｙ】の輸出価格。法第８条の２第１項

第３号に掲げる貨物の場合は、当該貨物を原料又は材料として本邦において生産される法

第８条第１項の規定により指定された貨物【Ｂ】の国内販売価格。）は、A150/MT であったこ

とから、ダンピングがあることが確認された。 
 
不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の正常価格 
＝（100%（元措置のダンピングマージン率）*A90+A90）*1.04=A187.2 
 
（参考）原措置の不当廉売差額（ダンピング・マージン）及び不当廉売差額率（ダンピング・

マージン率） 
① 正常価格（工場出荷段階） Ａ１８０．００ 

② 本邦向け輸出価格（工場出荷段階） Ａ９０．００ 

③ 不当廉売差額（ダンピング・マージン） Ａ９０．００ 

④ 不当廉売差額率（ダンピング・マージン率）［③／②×１００］ １００ (％) 

 

 インフレ率：IMF より入手した『Ａ国』における CPI(ALL ITEM)を用いて以下の通り算出し

た。 
 

 CPI(X1 年)*CPI（X4 年）/ CPI(X1 年)/100 = 100*104/100/100 = 1.04  
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のインフレーションも考慮して計算する。 
•  輸出価格等については、貿易統計等から算出した不当廉売関税の課税の回避のために

第三国から輸入される貨物等の輸出価格等（第三国迂回貨物及び軽微変更迂回貨物の

場合にあっては、これらの貨物の輸出のための販売価格をいい、輸入国迂回貨物の場合

にあっては、当該貨物を原料又は材料の一部として生産される法第８条第１項の規定により

指定された貨物の国内販売価格をいう。以下同じ。）を元に、保険料、海上運賃、船積諸掛、

輸出国内運賃を除した価額を用いる。輸入国迂回の場合は、営業記録等から入手した本

邦の迂回企業の販売価格を元に、保険料、海上運賃、船積諸掛、輸出国内運賃を除すこ

とにより参照構成輸出価格を用いる。 
• 上記により算出された正常価格を不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入さ

れる貨物等の輸出価格等が下回っていることを示す。不当廉売関税の課税の回避のため

に第三国から輸入される貨物等について、不当廉売（ダンピング）があることを示せば良い

ので、ダンピングマージンの算出はしなくて良い。 
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7-5 当該貨物の輸入の増加について不当廉売関税の課税の回避のため以外の正当な理由がな

いこと（注：任意） 

（法第８条の２第１項第２号に掲げる貨物の場合）

 
 

 関係法令等 
• 法第８条の２第２項第２号 

 
 
 解説 
• 本セクションにおいては、経済的正当性に係る事項について記載する。不当廉売関税のた

めの調査開始以後、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の

輸入量の増加には、不当廉売関税の課税の回避以外の経済的に正当化できる理由が特

段無いことを記載する。  

7-5. 当該貨物の輸入の増加について不当廉売関税の課税の回避のため以外の正当な理由

がないこと 

 
調査対象貨物の供給者は、○年○月に【Ｂ】に対する不当廉売関税の調査が開始された

後、『Ｘ国』に○年○月に設立された。当該供給者は、『Ａ国』から【Ｂ】の原料又は材料であ

る【Ｚ】を輸入して、『Ｘ国』から本邦へ【Ｙ】を輸出しており、本邦が主たる輸出先であった。 
前述のとおり、『Ａ国』から本邦への【Ｂ】の輸入量の減少を置き換えるように、『Ｘ国』から本

邦への【Ｙ】の輸出量が増加した。また、【Ｂ】については、不当廉売関税の課税以外に市場

状況に変化は無い。これらの事実は、当該貨物の輸入の増加について不当廉売関税の課

税の回避のため以外の正当な理由がないことを示している。 
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7-6 当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実 

累積的な評価（※複数の供給国が含まれる場合のみ必要な項目） 

 
 
 
 
 関係法令等 

• 不当廉売協定 3.3 条 

 

 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物

等の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実について記載する。 

• 複数の供給国が迂回調査の対象である場合、当該貨物の輸入が本邦の産業へ及ぼす影

響について、下記の要件を充たせば、それぞれの供給国からの輸入の及ぼす影響を累積

的に評価することができる。 

(ア) 各国からの輸入の量が無視することができるもの（各国からの輸入量が総輸入量の

３％未満。）ではないこと。ただし、単独では３％未満である国からの輸入量の合計値が総

輸入量の７％を超えるときはこの限りではない※。 

(イ) 輸入品同士の競争関係及び輸入品と国産品の競争関係が認められること。 

※通常、単独の供給国からの輸入量が総輸入量の３％未満である場合に、当該輸入の量

は無視することができるとみなされるが、複数国の場合には、当該３％未満の輸入量の合

計値が 7％を超えるか否かで判断する。  

7-6 .当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実 

累積的な評価 

第三国迂回において、複数の供給国である『Ｘ１国』及び『Ｘ２国』から輸入された、貨物の

輸入量について、調査対象期間である〇年〇月から〇年〇月までの 1 年間では、総輸入

量□□kg のうち、『Ｘ１国』からの輸入量が△△kg(総輸入量比 15％)、『Ｘ２国』からの輸入

量が▲▲kg(総輸入量比 10％)となっており、いずれも無視できない数量であった。また、『Ｘ

１国』及び『Ｘ２国』から輸入される【Ｂ】と、本邦の産業が生産する【Ｂ】はいずれも物理的・化

学的特性、用途が同一であり、販売経路及び製造工程も概ね同じであり、本邦の市場にお

ける代替性を有していることからすれば、『Ｘ１国』からの輸入される【Ｂ】及び『Ｘ２国』から輸

入される【Ｂ】が競合するとともに、『Ｘ１国』及び『Ｘ２国』からの輸入品と本邦の産業が生産す

る同種の産品が競合している。 
したがって当該輸入の本邦の産業に与える実質的損害に関して、『Ｘ１国』及び『Ｘ２国』か

らの輸入される【Ｂ】が及ぼす影響を累積的に評価することができる。 
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7-6-1 当該貨物の輸入が本邦の同種の貨物の価格に及ぼす影響 

 
 

 

 関係法令等 

• 法第８条の２第１項 

• 政令第７条の２第１項第７号 

• ガイドライン６．（２）四の３③ロ 

 

 

7-6-1. 当該貨物の輸入が本邦の同種の貨物の価格に及ぼす影響 

法第８条の２第１項第１号に掲げる貨物【Ｂ】（同項第２号に掲げる貨物の場合は、【Ｙ】、同

項第３号に掲げる貨物の場合は、当該貨物【Ｚ】を原料又は材料として本邦において生産さ

れた法第８条第１項の規定により指定された貨物【Ｂ】）の国内販売価格については財務省

貿易統計情報に基づく輸入価格（ＣＩＦ価格）を用いて算出した。当該価格と販売段階を合

わせるため、本邦の産業が生産する同種の貨物については申請者の工場出荷価格情報

（別紙○）に基づいた。 
②年度頃までは『Ａ国』から輸出される不当廉売がされた貨物の影響で、平均単価１,０００

円／kg 程度で推移していた本邦の産業が生産する【Ｂ】の国内販売価格が、不当廉売関税

課税後の③年度においても、『Ａ国』産の迂回された貨物の輸入の影響を受けて、販売価格

は上昇せず、平均単価１,０００円／kg 程度のままである。 
こうした価格の下落は、産業上の使用者から、不当廉売関税の課税の回避のために第三

国『Ｘ国』から輸入される貨物等の安価な貨物の価格を引き合いに値下げを要求された（別

紙〇）ことにより、対応を余儀なくされていたために生じたものである。 
具体的には、本邦の産業が主に販売している b タイプ（普通品）について、取引先から、

『Ａ国』産への不当廉売関税課税後、『Ｘ国』産品の価格は６００円/kg であるため同等の価

格まで引き下げるよう求められ（別紙〇）、生産量を維持するために販売量を確保しようと値

下げしたことから、b タイプの国産品の国内販売価格は、不当廉売関税課税後の③年度も、

引き続き１，０００円/kg のままであった。 
 

図表○ 価格動向 

  ①年度 ②年度 ③年度 

 単位    

国産品の国内

販売価格 
(円／kg) １，０００ １，０００ １，０００ 

『Ａ国』産品の国

内販売価格 
(円／kg) ６００ ６００ 輸入なし 

『Ｘ国』産品の国

内販売価格 
(円／kg) 輸入なし 輸入なし ６００ 

国産品と『Ｘ国』

産品の国内販

売価格差額  

 (円／kg) - - ４００ 

国産品と『Ｘ国』

産品の国内販

売価格差率 

 （％） - - ４０．０％ 

（出所：○○○） 
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 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物

等輸入が本邦の産業が生産する同種の貨物の価格に及ぼす影響について記載する。 

• 調査当局が迂回調査の開始を正当化するために十分な証拠があると決定するためには、

不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入によって、「原

措置の効果が損なわれている事実」を示すため、本邦の産業への損害等に係るデータが

なければならない。これらのデータのうち、本項では、不当廉売関税の課税の回避のため

に第三国から輸入される貨物等の国内販売価格（第三国迂回貨物及び軽微変更迂回貨

物の場合にあっては、これらの貨物の国内販売価格をいい、輸入国迂回貨物の場合にあ

っては、当該貨物を原料又は材料として本邦において生産された法第８条第１項の規定に

より指定された貨物の国内販売価格をいう。以下同じ。）について記載するものである。（次

項で、それらによる本邦の産業への影響について記載する。） 

• 全てのデータは当該産品のみに係るものでなければならず、この根拠となる資料を添付す

ること。また、データの推定又は調整を行った場合にはその旨及び方法を明記する。記載

例表中の項目・指標以外に関連するものがある場合にはそれも含める。 

• 複数の本邦の生産者が存在する場合には、全ての者のデータの合計（平均値が必要な場

合は、加重平均する）を記載する。ただし、一部のデータしか提出できない場合は、その旨

明記する。 

• 全てのデータは原則として、不当廉売課税後１年間を含むデータについて示す(通常は会

計年度)。 

• 提出が求められている指標等について、当該データが提出できない場合にはその旨及び

理由を明記する。 

• 輸入動向 
 輸入量や国内需要量は可能な限り公的な統計データ等に基づき提示することが必要

となる。 
• 価格動向 
 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入が本邦の価

格に及ぼす影響を検討する上で、本邦の産業が生産する同種の貨物と本邦における

不当廉売関税の課税に回避のために第三国から輸入される貨物等の国内販売価格

差の有無及びその程度を考慮するため、全ての商品タイプの価格を加重平均したもの

を比較することに加え、類似の商品タイプ別に本邦内で販売された不当廉売関税の課

税に回避のために第三国から輸入される貨物等の国内販売価格と本邦の産業が生産

する同種の貨物の国内販売価格の受渡条件を合わせて比較する。 
 ただし、本邦の産業が生産する同種の貨物及び不当廉売関税の課税の回避のために

第三国から輸入される貨物等が価格帯の異なる複数の商品タイプから構成される場合

には、すべての商品タイプ別の販売価格を確認するのではなく、特定の代表的な商品

タイプに着目することにより、本邦における販売価格の推移を評価することができる。 
 本邦の産業が生産する同種の貨物の国内販売価格は、本邦内で販売された当該貨

物の工場出荷段階又は庭先渡し条件での価格の加重平均価格が一般的であるが、業

界団体が行った市場調査による統計、その他の報告書なども使用することができる。 
 不当廉売関税の課税に回避のために第三国から輸入される貨物等の国内販売価格

は、本邦の産業が生産する同種の貨物の工場出荷段階価格との比較を行う場合は、

輸入貿易統計による単位ごとの平均ＣＩＦ価格を使用することができる。本邦の産業が

生産する同種の貨物の庭先渡し価格との比較を行う場合は、当該ＣＩＦ価格に輸入関

税、輸入者口銭、港湾手数料などの経費等を加算することにより、本邦における不当

廉売関税の課税に回避のために第三国から輸入される貨物等国内販売価格を算出す

る。 
また、特に、商品タイプ別の不当廉売関税の課税に回避のために第三国から輸入され

る貨物等国内販売価格を示す際には、当該商品の本邦内で販売された価格を直接又
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は間接的に示す書面（価格表、見積書、申請者販売員の営業報告書等）などが情報

源として有用。その他の情報源としては、公的/私的研究、市場調査も使用し得る。 
 本邦の産業が生産する同種の貨物と不当廉売関税の課税に回避のために第三国から

輸入される貨物等の国内販売価格差は、本邦の産業が生産する同種の貨物国内販売

価格を基に、不当廉売関税の課税に回避のために第三国から輸入される貨物等の国

内販売価格との関係を価格差及び百分率で表わす。 
（価格差） 本邦において生産される同種の貨物の国内販売価格－不当廉売関税の

課税に回避のために第三国から輸入される貨物等の国内販売価格 

（百分率） （本邦において生産される同種の貨物の国内販売価格－不当廉売関税

の課税に回避のために第三国から輸入される貨物等の国内販売価格）÷本邦にお

いて生産される同種の貨物の国内販売価格×１００ 
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7-6-2 当該貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響 

 

 関係法令等 

• 法第８条の２第１項 

• 政令第７条の２第１項第７号 

• ガイドライン６．（２）四の３②ハ 

 

 解説 

• 本セクションにおいては、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物

等の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実について記載する。 

• 調査当局が迂回調査の開始を正当化するために十分な証拠があると決定するためには、

不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入によって、「原

措置の効果が損なわれている事実」を示すため、本邦の産業への損害等に係るデータが

なければならない。これらのデータのうち、本項では、不当廉売がされた貨物の輸入の量及

び価格について記載するものである。（次項で、それらによる本邦の産業への影響につい

て記載する。） 

• 全てのデータは当該産品のみに係るものでなければならず、この根拠となる資料を添付す

ること。また、データの推定又は調整を行った場合にはその旨及び方法を明記する。記載

7-6-2  当該貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響 

上述した不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入量の

増加と価格引下げにより、本邦の産業が生産する同種の貨物の販売量が回復せず、販売

価格が引き下げられたままである。不当廉売関税課税後の③年度には原材料及び燃料の

価格上昇により国産品の製造原価が上昇したが、不当廉売関税の課税の回避のために第

三国から輸入される貨物等の価格が低かったため、本邦の産業は、かかる製造原価の上昇

分の一部しか販売価格に転嫁することができず、さらに販売量、市場占拠率は上昇しなかっ

た。その結果、③年度には売上高が売上原価を下回り、利潤は営業赤字、経常赤字となっ

た。また、かかる状況は、本邦の産業における生産高が回復せず、稼働率も改善しなかった

ことによる。  
これらの経済指標から、不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物

等の輸入の影響により、本邦の産業は実質的な損害を被っている状況にあることが示されて

いる。 
 

図表○ 損害指標 

 単位 ①年度 ②年度 ③年度  

     対①年度比 

国産品の国内販売量 (千 MT) ４５ ４５ ４５ ０％ 

国産品の市場占拠率 

[国産品の国内販売量/国内需要量] 
（％） ６５．１％ ６０．２％ ３７．５％ 

▲２７．６ 

ポイント 

国産品の自家消費量 (千 MT) ５ ５ ５ ０％ 

売上高（国内販売額＋自家消費額） (百万円) ９８２ ８６７ ５１５ ▲４７．６％ 

利潤 

（利益） 

営業利益 (百万円) ６７ ２１ ▲１０ 正→負 

経常利益 (百万円) ２５ １１ ▲７ 正→負 

生産高（生産量） (千 MT) ５１ ５０ ４９ ▲２ポイント 

（出所：○○○） 
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例表中の項目・指標以外に関連するものがある場合にはそれも含める。 

• 複数の本邦の生産者が存在する場合には、全ての者のデータの合計（平均値が必要な場

合は、加重平均する）を記載するよう努める（記載例１）。ただし、一部のデータしか提出で

きない場合は、その旨明記する（記載例２）。 

• 全てのデータは原則として直近１年間について示す(通常は会計年度)。 

• 提出が求められている指標等について、当該データが提出できない場合にはその旨及び

理由を明記する。 

• 損害指標 
 損害指標は、可能な限り商法等で定められた帳簿等のデータに基づき提示することが

必要となる。 
 指標のデータは、不当廉売がされた貨物と同種の貨物のみに係るものでなければなら

ないが、当該貨物の生産部門単体で管理していない場合には、全社ベースのデータ

を当該貨物の売上高比率等に基づき部門としての指標に調整する等、適当な方法で

算出したデータを示す必要がある。その場合には、その旨及び方法を明記する。 
 輸出がある場合には、当該データは原則として除外する。 
 本邦の産業が生産する同種の貨物の国内販売量は、自家消費分を除外する。 
 本邦の産業が生産する同種の貨物の市場占拠率は、本邦の産業が生産する同種の

貨物の国内販売量が国内需要量（本邦の産業が生産する同種の貨物の国内販売量

＋総輸入量）に占める割合を算出する。 
 自家消費は、生産したものを出荷することなく自社製品に使用するもの等を記載する。 
 売上高は、国内販売額及び自家消費額を合算する。利潤は当該売上高を基に算出す

る。 
 生産高（生産量）は、自家消費向けも含む。また、輸出分を除外することができない場

合には、輸出分を含む数値とする。 
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8 提出に係る書面に記載された事項の一部又は証拠の全部若しくは一部を秘密として取り扱う

ことを求めるときは、その旨及びその理由 

 
 

 関係法令等 

• 政令第７条の２第１項第８号 

• 政令第７条第６項～第１０項 

• 政令第７条の２第４項 

 
 解説 
• 本セクションにおいては、秘密として取り扱うことを求める事項について記載する。 

• 課税を求める書面又は証拠に含まれる記載部分について、その開示が競争者に対して競

争上著しい利益・不利益を与える場合には、課税を求める書面の提出に当たって、課税を

求める書面又は証拠におけるどの記載部分について秘密としての取扱いが必要となるの

かを指定し、秘密として取り扱うことを求める旨及びその理由を書面で提出することにより、

秘密として取り扱うことを求めることができる。 

• 課税を求める書面又は証拠に秘密としての取扱いを求める記載部分が含まれる場合には、

課税を求める書面等は、当該記載部分を要約した「開示版」と、当該記載部分も含めた「非

開示版」の二種類を提出する必要がある。 

• 要約の方法について、ガイドライン別添３の「秘密証拠等の要約の作成例」を参照し、開示

8. 提出に係る書面に記載された事項の一部又は証拠の全部若しくは一部を秘密として取り

扱うことを求めるときは、その旨及びその理由 

次の理由により、本書面に記載された事項の一部又は証拠の一部を秘密として取り扱うこ

とを求める。 

秘密として取り扱うこと

を求める部分 理由 

課税を求める書面の本

文中【 】で囲まれた部

分 

本文中、脚注に記載。 

別紙１の○頁の【 】で

囲まれた部分 

何れもタイプ毎の生産高、国内販売量や国内販売価格とい

う申請者にとって極めて重要な営業情報であり、これらが開

示されると今後の営業活動に支障をきたすため。 
別添資料１-□の△頁の

▼行目の【 】で囲まれ

た部分 

申請者以外の第三者の営業上の秘密事項にあたる情報で

あり、さらに、情報提供者も秘密としての取扱いを要請して

いるため。 
別添資料１-□の△頁の

■行目の【 】で囲まれ

た部分 

各需要者の仕入先・取扱い商社・原料購入量・購入価格等

に関する情報であり、何れも各者にとって秘密情報と考えら

れるため。 

別添資料１-▲の▽頁の

【 】で囲まれた部分 

本邦内で販売された価格（産業上の使用者への販売価格）

は、申請者が各需要者より入手した情報であり、かかる情報

は、各需要者にとって秘密情報と考えられるため。 

別添資料１-◇の●頁の

【 】で囲まれた部分 

『Ａ国』における国内販売価格（工場出荷段階）及び本邦へ

の輸出価格（工場出荷段階）を求めるための各種の項目の

推定根拠に関する記述は、判明すれば、申請者と取引先と

の間の関係を著しく悪化させる事態が考えられるため。 
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版においては、次の例のように、秘密扱いを求める記載部分について可能な限り概要説明

又は指数化を行う。 

 例 1： 取引先の名称等の概要説明 
＜非開示版＞ 
「【○○商事株式会社】から、輸入品の価格は【２２％】低いと証言を得た（別添資料１－

□参照）。」 
＜開示版＞ 
「【申請者の販売先の１社】から、輸入品の価格は【約２０％】低いと証言を得た（別添資料

２－□参照）。」 
 例 2： 実数の指数化 

＜非開示版＞ 
 ①年度 ②年度 ③年度 

生産額（万円） 【２００．０】 【３００．０】 【４００．０】 
＜開示版＞ 

 ①年度 ②年度 ③年度 
生産額 

(①年度を１００とした指数） 【１００】 【１５０】 【２００】 

 
• 調査当局が、証拠等を秘密として取り扱うことにつき正当な理由がないと認める場合には、

その旨及び理由が通知される。それでもなお申請者が秘密として取り扱うことの求めを撤回

せず、かつ、適切な「開示版」が提出されない場合は、当該証拠等を調べないことがある。 

• 検討の結果、法第８条の２第４項の調査を開始することが決定された場合は、速やかに不

当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の供給者又はその団体、

輸入者又はその団体、指定貨物供給国等における指定貨物の供給者、輸入国迂回貨物

の場合にあっては、当該貨物を原料又は材料の一部として本邦において法第８条第１項の

規定により指定された貨物の生産を行う生産者等及び輸出国政府に対して開示版の課税

を求める書面が提供されることになる。また、他の利害関係者に対しても、開示版の課税を

求める書面が提供される場合がある。秘密として取り扱うことを求める部分及びその理由に

ついては、記載例のように詳細な説明を一覧表にして提出することが望ましい。 
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9 当該課税の求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況 

（申請者の生産量が本邦における総生産量の 50％を超えている場合）

（申請者の生産量が本邦における総生産量の 50％を超えていない場合） 

 
 

 関係法令等 

• 政令第７条の２第１項第９号 

• ガイドライン６．（２）一、一の２、三の２ 

 
 解説 

• 本セクションにおいては、関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況に係る事項を記

載する。 

9. 当該課税の求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況 

 上記 6-2 記載のとおり、申請者は、【Ｂ】を生産・販売している本邦【Ｂ】産業を構成する全〇社

のうちの 3 社であり、その○○年度の【Ｂ】生産量の合計は、本邦【Ｂ】総生産量の７５％を占め

る。したがって、不当廉売関税等に関する政令第 7 条の 2 第 1 項 9 号及び不当廉売関税等に

関する手続等についてのガイドライン 6.（2）に定める支持の状況に係る要件を満たしている。 

 
 

（支持の状況等を確認できた場合（本邦生産量の５０％超を占める生産者の支持を確認できな

い場合を含む。）） 

9.当該課税の求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況 

上記 6-2 記載のとおり、申請者は、【Ｂ】を生産・販売している本邦【Ｂ】産業を構成する全〇

社のうちの 3社であり、その○○年度の【Ｂ】生産量の合計は、本邦【Ｂ】総生産量の４４．５％を

占めるにすぎない。本邦における【Ｂ】の総生産量の約２．５％を生産している株式会社××は

当該課税の求めを支持しており、上記 6-2 で示したとおり、データ提供等で協力している。株

式会社××からの念書を参照（別紙○）。また、本邦における【Ｂ】の総生産高の約１９．５％を

生産している株式会社△△は当該課税の求めに反対している。なお、総生産高の約２％を生

産している株式会社▽▽は６ヶ月以内に不当廉売がされた貨物を輸入しているため、本邦の

生産者には含まれない。 
申請者、株式会社△△、株式会社××及び株式会社▽▽を除いた本邦の生産者（本邦に

おける【Ｂ】の総生産高の３１．５％）については、当該課税の求めを支持するか否かの確認は

できていないものの、支持者である申請者及び株式会社××の生産高の合計は４７％であり、

株式会社△△の生産高（１９．５％）を超えている。 
 
（支持の状況を確認できていない場合） 

9.当該課税の求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況 

上記 6-2 記載のとおり、申請者は、【Ｂ】を生産・販売している本邦【Ｂ】産業を構成する全〇

社のうちの 3社であり、その○○年度の【Ｂ】生産量の合計は、本邦【Ｂ】総生産量の４４．５％を

占めるにすぎない。また、申請者において調査を行ったものの、申請者以外に本邦において

【Ｂ】を生産している者について、当該課税の求めを支持するか否かの確認はできておらず、

不当廉売関税等に関する政令第 7 条第 1 項 7 号及び不当廉売関税等に関する手続等につ

いてのガイドライン 6.（2）に定める支持の状況に係る要件を満たしていることを示すことができ

ない。 
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• 申請者の生産量の合計が本邦における総生産量の５０％を超えている場合には、当該課

税の求めに対する関係生産者等の支持の状況について、ガイドライン６．（２）三の２に該当

することが自動的に明らかになるが、５０％を超えていない場合は、把握可能な限り申請者

以外の者の支持の状況を定量的に示す必要がある。 
• 申請者が提出した支持状況により調査開始の要件を判断できない場合には、申請後に産

業所管省庁が課税申請に対する支持状況を国内生産者に対して確認できる（ガイドライン

６．（２）一の２）。 
課税を求める書面（ガイドライン６．（２）一の２に記載されている産業所管大臣による確認

が行われた場合には、当該確認の結果）により、①’当該課税の求めを支持している関係

生産者等の当該貨物の本邦における生産量の合計が、②’当該課税の求めに反対するこ

とを明らかにしている関係生産者等の当該貨物の本邦における生産量の合計を超える

（①’ ＞ ②’）ことが示されない場合は、調査の必要性があるとは認めない。 

なお、①’が本邦における総生産量の５０％を超えている場合には、ガイドライン６．（２）

三の２①に該当することが確実なため、その他の者の支持の状況を示す必要はない（記載

例１参照）。一方、①’が本邦における総生産量の５０％を超えていない場合には、把握可

能な限りそれ以外の者の支持の状況を把握するものとする（記載例２参照）。 

• また、同様に、関係労働組合が申請者である場合であって、その構成員のうち当該貨物の

本邦における生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の５０％を超えな

い場合には、把握可能な限り申請者以外の者の支持の状況を定量的に示す必要がある。 
課税を求める書面（ガイドライン６．（２）一の２に記載されている産業所管大臣による確認

が行われた場合には、当該確認の結果）により、①”当該課税の求めを支持している当該

貨物の本邦における生産に従事する者の合計が、②”当該課税の求めに反対することを明

らかにしている当該貨物の本邦における生産に従事する者の合計を超える（①” ＞ ②”）

ことが示されない場合は、調査の必要性があるとは認めない。 

なお、①”が当該生産に従事する者の総数の５０％を超えている場合には、ガイドライン

６．（２）三の２②に該当することが確実なため、その他の者の支持の状況を示す必要はな

い。一方、①”が当該生産に従事する者の総数の５０％を超えていない場合には、把握可

能な限りそれ以外の者の支持の状況を把握するものとする。 
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10 その他参考となるべき事項 

10-1  不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入者及び供給者 

10-2  当該貨物と同種の貨物を生産している申請者以外の本邦の生産者等 

10-3  当該貨物と同種の貨物の産業上の使用者及びその団体 

10-4  当該貨物と同種の貨物の主要な消費者団体（当該貨物が小売に供されている場合に限る。） 

 

10.その他参考となるべき事項 

10-1. 不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等の輸入者及び供給

者 

申請者が知り得た全ての本邦の輸入者及び供給者（生産者又は輸出者）を別紙〇に示

す。当該輸入者及び供給者は申請者の調査により判明したものであり、このほかにも存在す

る可能性がある。 
 
10-2. 当該貨物と同種の貨物を生産している申請者以外の本邦の生産者等 

当該貨物と同種の貨物である【●●】の本邦における申請者以外の生産者は、○社ある

が、団体は存在しない。当該生産者らの名称及び住所等は以下のとおり。 
 ○○株式会社 東京都○○区○○１－２－３ ℡ ０３－○○○○－○○○○ 
 △△株式会社 東京都△△区△△４－５－６ ℡ ０３－△△△△－△△△△ 

 
10-3. 当該貨物と同種の貨物の産業上の使用者及びその団体 

申請者の知り得た当該貨物と同種の貨物【●●】の産業上の使用者は○社あり、その団

体は○団体ある。それらの者の名称及び住所等は以下のとおり。 
 産業上の使用者 
株式会社○○ 北海道○○市○○○町７ ℡ ０１１－○○○－○○○○ 
△△有限会社 沖縄県△△市△△△町８ ℡ ０９８－△△△－△△△△ 

 団体 
社団法人○○ 大阪府大阪市○○○区９ ℡ ０６－○○○○－○○○○ 
△△△業協会 京都府京都市△△△町０ ℡ ０７５－△△△－△△△△ 

 

10-4. 当該貨物と同種の貨物の主要な消費者団体（当該貨物が小売に供されている場合に

限る。） 

【●●】は小売もされており、申請者の知り得た本邦における主要な消費者団体は○団体

あり、それらの者の名称及び住所等は以下のとおり。 
 ○○消費者連合会 東京都○○市○○○町１ ℡ ０３－○○○○－○○○○ 
 △△消費者連合会 神奈川県横浜市△△町２ ℡ ０４５－△△△－△△△△ 
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10-5  当該貨物の本邦及び他国における不当廉売関税課税状況 

10-6  当該貨物と同種の貨物の国際取引の一般的状況 

 
 
 関係法令等 

• 政令第７条の２第１項第１０号 
 

 解説 

• 本セクションにおいては、その他参考となるべき事項について記載する。 

• 本邦の輸入者 

 申請者が知り得た範囲において、それぞれの輸入者の名称、所在地及び連絡先を記

載する。 
 輸入者については、実際に輸入した貨物が不当廉売がされているか否かについて確

認されていないとしても、不当廉売関税の課税対象貨物を輸入していれば記載する。 
• 同種の貨物を生産している申請者以外の本邦の生産者等、産業上の使用者及びその団

体並びに主要な消費者団体 

 申請者が知り得た範囲において、申請者以外の同種の貨物の生産者及びその団体の

有無並びにそれらの者の名称、住所等を記載する。また、同様に知り得た範囲におい

て、産業上の使用者及び主要な消費者団体についての情報も記載する。 
• 不当廉売がされた貨物の本邦及び他国における不当廉売関税課税状況 

 本邦における不当廉売がされた貨物の過去の課税実績、本邦において既に他の供給

国又は供給者を対象に課税が行われているか否か、他国における不当廉売がされた

貨物に対する課税実績・状況等について記載する。 
• 同種の貨物の国際取引の一般的状況 
 知り得た範囲において、対象貨物と同種の貨物の世界全体の貿易量の合計及び生産

高の合計に対する対象貨物の原産国における輸出量及び生産高等を客観的に記載

する。 

10-5. 当該貨物の本邦及び他国における不当廉売関税課税状況 
本邦において２０２Ｘ年より『Ａ国』産の【●●】に対して不当廉売関税が課されている。他

国では、１９９×年に○○国において不当廉売関税（『Ａ国』は５％～１５０％）が課税され（別

紙○）、続いて、２００×年に○○国においても不当廉売関税（『Ａ国』は０％～３８％）が課税

されている（別紙○）。 
 

10-6. 当該貨物と同種の貨物の国際取引の一般的状況 
世界全体における【●●】の貿易量を見ると別添資料○のとおりで、**年においては、***

千 MT である。また、同年における【●●】の世界の生産高合計は***千 MT である。つま

り、生産高の約半分が国際取引されている。**年における『Ｘ国』産【●●】の生産量及び輸

出量を見ると、それぞれ***千 MT、***千 MT であり、世界全体の貿易量及び生産高合計

のそれぞれ○％と○％を占めていることになる。 
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